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構
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稿
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方
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補
論
団
体
の
種
類
に
つ
い
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第
一
部
前
・
中
期
ギ
l
ル
ケ
国
家
論
の
発
展
過
程

第
一
章
前
期
ギ

l
ル
ケ
の
国
家
論

一

ギ

l
ル
ケ
の
基
本
的
な
研
究
視
角
と
時
代
区
分

二
国
家
概
念
の
概
念
史

コ
一
前
期
ギ
|
ル
ケ
の
国
家
論

第
二
章
中
期
ギ
|
ル
ケ
の
政
治
思
想
史
研
究

一
中
世
ま
で

二

近

代

三
も
う
一
つ
の
近
代

田

現

代

(
1
)
中
世
に
お
け
る
国
家
と
法
の
関
係

(2)
近
代
に
お
け
る
国
家
と
法
の
関
係

(3)
現
代
に
お
け
る
国
家
と
法
の
関
係

五

ギ

l
ル
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自
然
法
論
評
価

第

三

章

ギ

i
ル
ケ
国
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論
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成

一

ギ

l
ル
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説
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解

二

ギ

l
ル
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代
表
制
論

三

ギ

l
ル
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の
政
治
共
同
体
像

四

ギ

l
ル
ケ
国
家
論
の
完
成

第

二

部

ギ

l
ル
ケ
H

ラ
l
パ
ン
ト
論
争
と
ギ
l
ル
ケ
国
家
論
の
実
像

第
一
章
パ
ウ
ル
・
ラ
l
パ
ン
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の
連
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家
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第
二
章

第
三
章

結
論

ギ

l
ル
ケ
の
ラ
l
パ
ン
ト
批
判

ラ
l
パ
ン
ト
の
応
答
と
ギ
l
ル
ケ
国
家
論
の
影
響

第
一
部

前
・
中
期
ギ
l
ル
ケ
国
家
論
の
発
展
過
程

第
二
章

中
期
ギ
l
ル
ケ
の
政
治
思
想
史
研
究

近
代

第二帝政創立期ドイツの政治思想 (2) 

ギ
l
ル
ケ
に
と
っ
て
の
近
代
と
は
、
神
権
政
治
観
念
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
宗
教
的
理
念
か
ら
の
解
放
で
あ
り
、
合
理
化
(
主
一
豆
)
の

(
l
)
 

過
程
を
意
味
す
る
。
そ
こ
に
お
け
る
国
家
は
、
神
か
ら
の
授
権
で
は
な
く
、
被
治
者
の
合
意
に
よ
り
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
ギ

l
ル
ケ
に
よ
れ

ば
、
す
で
に
中
世
に
お
い
て
、
世
俗
政
府
の
基
礎
づ
け
を
、
被
治
者
と
の
統
治
契
約
の
想
定
に
求
め
る
議
論
は
、
疑
問
の
余
地
な
く
受
け
入

れ
ら
れ
て
お
り
(
同
〉
一
ゴ
)
、
あ
ら
ゆ
る
統
治
の
法
的
基
礎
は
、
被
統
治
者
の
合
意
に
も
と
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
(
宗
一
ゴ
ゐ
∞
)
。
そ

し
て
支
配
者
と
人
民
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
支
配
権
行
使
へ
の
一
定
の
制
限
は
認
め
つ
つ
も
人
民
自
身
の
立
法
権
力
は
否
定
す
る
支
配
権

譲
渡

5
5
E
Z
理
論
(
後
の
支
配
者
主
権
論
に
つ
な
が
る
)
と
、
人
民
に
立
法
権
力
と
君
主
の
廃
位
権
も
認
め
る
支
配
権
委
任

8
5
2
5

理
論
(
後
の
人
民
主
権
論
に
つ
な
が
る
)
と
の
二
通
り
の
方
法
で
説
明
さ
れ
て
い
た

(』〉一∞
M
'
∞凶)。

北法56(4・49)1601



説

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
中
世
の
人
類
的
普
遍
団
体

B
B
R
E
S
E
-
-
S
R
d
2
5
3白
-g『

Z
E
の
理
念
は
、
元
来
、
そ
の
構
成
部
分
が
対
外
的

な
主
権
を
持
つ
と
い
う
思
考
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
バ
ル
ト
ル
ス
・
デ
・
サ
ク
ソ
フ
エ
ル
ラ

l
ト

(Eg-5

論

円
四
四
∞
員
。
P
5
8
)
以
来
強
調
さ
れ
た
、
「
さ
ら
に
上
位
の
者
を
認
め
る
団
体
と
そ
う
で
は
な
い
団
体
」
と
い
う
法
学
上
の
区
別
を
通
じ
、
少

な
く
と
も
相
対
的
互
邑
〈
な
主
権
概
念
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

(
E
L這
ム
き
)
。
そ
し
て
、
こ
の
相
対
的
な
主
権
概
念
は
、

前
述
し
た
古
代
国
家
哲
学
の
復
活
や
皇
帝
の
世
界
支
配
に
政
治
的
に
反
対
す
る
勢
力
(
教
皇
主
義
を
唱
え
る
教
会
)
を
通
じ
て
、
絶
対
的
な

主
権
概
念
へ
と
強
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る

(
E
L苫
'
E
C叫
N

出
'ME)
。

ま
た
、
対
内
的
な
主
権
に
つ
い
て
も
、
元
来
の
中
世
的
思
考
体
系
の
中
で
は
、
そ
の
存
立
の
余
地
は
な
か
っ
た
(
』
〉

-
E
S
。
な
ん
と
な

れ
ば
、
も
と
も
と
中
世
的
思
考
体
系
の
中
で
は
、
最
高
次
の
現
世
権
力
を
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
権
力
は
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
義
務
的
な
職
権

〈
刊
叫

Egg--n宮
町
田

〉
ヨ
円
で
あ
る
と
さ
れ
、

一
定
の
法
的
な
制
限
の
も
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る

(開

Z
E
)
。
し
か
し
、

て
一
二
世
紀
頃
か
ら
、
教
会
に
お
け
る
教
皇
の
ご
と
く
、
帝
国
に
お
け
る
皇
帝
に
も
、
権
力
の
至
上
性
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
首
長

職
回
目
コ
-RFmggH
と
い
う
古
い
理
念
は
、
伸
張
す
る
絶
対
主
義
的
教
義
に
よ
り
、
抑
え
込
ま
れ
た
り
、
修
正
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
と
な
っ
た

(思
gp)。
そ
し
て
、
実
際
上
も
、
こ
の
君
主
政
的
絶
対
権
に
、
ま
す
ま
す
主
権
的
権
力
の
属
性
が
与
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た

(ggp)0
そ
こ
で
は
、
君
主
政
的
絶
対
権
の
担
い
手
は
、
実
定
法
を
超
越
す
る
と
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
、
概
念
的
に
所
与
の
も
の
と
さ

れ
、
そ
の
実
質
は
、
不
可
譲
か
つ
不
可
分
で
、
時
効
の
な
い
も
の
と
さ
れ
た

開

σ
n
E
)
0
従
っ
て
、
こ
こ
で
、
あ
ら
ゆ
る
下
位
の
権
力
は

君
主
政
的
絶
対
権
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
、
単
な
る
委
任
。
丘
町
宮

E
S
に
基
づ
く
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
と
な
る

代
の
経
過
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
に
構
想
さ
れ
た
支
配
者
主
権
の
理
念
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
立
的
国
家
に
転
用
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
特

殊
君
主
政
的
な
装
い
が
取
り
去
ら
れ
、
一
面
で
は
本
質
的
な
高
権
論
の
機
能
を
持
つ
ま
で
に
至
っ
た
(
』
〉
一

-
8ム
土
)
。
さ
ら
に
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
政
体
論
の
受
容
と
と
も
に
、
個
人
で
あ
れ
、
可
視
の
支
配
者
の
集
合
体
で
あ
れ
、
被
治
者
に
対
す
る
主
権
的
権
力
の
主
体
は
一

(
g
m
E
)。
そ
し
て
、
時

jヒ法56(4・50)1602
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者
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
改
め
て
表
明
さ
れ
た

(開

σgp)。
そ
し
て
、
君
主
主
権
へ
の
反
対
者
も
、
主
権
概
念
自
体
を
問
い
直
す
こ
と
は

な
く
、
人
民
こ
そ
が
真
の
支
配
者
で
あ
る
と
主
張
し
、
君
主
の
絶
対
権
を
、
人
民
を
具
現
す
る
集
会
に
移
転
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る

(』〉一

z
-
t
E
N
)
0
従
っ
て
、
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
既
に
中
世
に
お
い
て
、
事
実
上
、
主
権
論
お
よ
び
人
民
主
権
論
が
語
ら
れ
て
い
た
と

言
っ
て
よ
い
こ
と
と
な
る

(Boz-)。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
中
世
的
主
権
論
は
、
主
権
の
全
能
性
を
否
定
し
、
主
権
と
い
え
ど
も
自
然
法

の
拘
束
を
受
け
る
と
考
え
て
い
た
点
、
そ
し
て
、
非
主
権
的
主
体
が
持
つ
、
国
家
権
力
へ
の
関
与
を
求
め
る
権
利
を
排
除
し
な
か
っ
た
点
で
、

後
の
主
権
論
か
ら
は
大
き
な
隔
た
り
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た

(』〉一

-hHMgE50

こ
う
し
て
、
す
で
に
中
世
に
お
い
て
そ
の
萌
芽
が
見
ら
れ
た
主
権
概
念
は
、
主
と
し
て
君
主
側
に
利
用
さ
れ
、
支
配
者
に
対
し
主
権
的
国

家
権
力
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
前
述
の
通
り
、
様
々
な
内
在
的
制
限
が
か
か
っ
た
中
途
半
端
な
も
の
で
あ
っ
た
(
』
〉

第二帝政創立期ドイツの政治思想 (2) 

宇
宙
)
。
そ
し
て
、
主
権
の
担
い
手
に
つ
い
て
も
、
有
機
体
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
(
』
〉
戸
凶
∞
)
が
、
そ
の
法
主

体
は
、
や
は
り
支
配
者
と
人
民
に
分
裂
し
て
お
り
、
国
家
自
体
の
人
格
性
と
い
う
考
え
方
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

(
g
g
E。
な
ん
と
な

れ
ば
、
支
配
者
主
権
論
者
も
人
民
主
権
論
者
も
、
互
い
を
主
権
の
担
い
手
か
ら
排
除
し
た
か
ら
で
あ
る
(
』
〉
斗
苫
ム
全
)
。
さ
ら
に
ニ
ッ
コ

(
Z
2
0
5
Z
R
E君
。
巨
)
が
登
場
し
、
主
権
概
念
拡
大
の
た
め
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ロ
・
マ
キ
ア
ヴ
エ
ツ
リ

ス
の
教
義
に
大
き
く
依
存
し
た
ま
ま
で
、
国
家
理
論
的
な
寄
与
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

(
』
〉
一
弓
(
)
ム
ヨ
)
。

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
主
権
概
念
を
定
式
化
し
、
論
理
的
に
貫
徹
し
た
の
は
ボ
ダ
ン
で
あ
り
、
ボ
ダ
ン
に
お
い
て
、
主
権
が
あ
ら
ゆ
る
制

限
か
ら
免
れ
た
分
割
不
可
能
な
も
の
と
さ
れ
た
の
は
、
画
期
的
で
あ
っ
た
(
』
〉
一

-2)o
そ
こ
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
間
的
、
実
質
的
な
制
限
、

北法56(4・51)1603 

憲
法
や
実
定
法
に
よ
る
拘
束
、
譲
渡
や
分
割
、
時
効
に
よ
る
個
々
の
構
成
要
素
の
分
離
な
ど
は
、
主
権
の
本
質
と
両
立
し
な
い
も
の
と
さ
れ
、

さ
ら
に
、
個
人
で
あ
れ
、
統
一
的
な
集
合
体
で
あ
れ
、
一
者
た
る
支
配
者
の
み
が
、
主
権
の
主
体
に
な
り
う
る
と
さ
れ
た

(開

σ
nロ円四・
)
0

こ

の
結
果
、
ボ
ダ
ン
は
、
立
憲
国
家
の
理
念
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る

(ggp)。
さ
ら
に
、
政
体
は
、
絶
対
的
君



説

主
政
か
絶
対
的
貴
族
政
、
絶
対
的
民
主
政
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
混
合
政
体
や
制
限
君
主
政
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
、
も
っ
と
も
望
ま
し

論

い
の
は
絶
対
的
君
主
政
で
あ
る
と
さ
れ
た

(ggp)。
そ
こ
で
は
、
主
権
は
、
完
全
か
?
水
続
的
、
無
条
件
に
、
真
の
君
主
に
委
ね
ら
れ
、

君
主
は
、
人
聞
が
立
て
た
あ
ら
ゆ
る
実
定
法
か
ら
解
放
さ
れ
て
お
り
、
全
体
や
個
々
人
、
諸
団
体
穴
。
号
。

E
-
g
g
の
特
権
を
一
方
的
に
剥

奪
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
(
』
〉
・

5
γ
3
N
)
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
君
主
に
と
り
、
万
一
起
こ
り
う
る
帝
国
集
会

明

Han-屈
託
ロ

E
g
z
a
の
決
議
は
、
単
な
る
助
言
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
圧
政
を
理
由
と
す
る
、
君
主
へ
の
抵
抗
権
は
認
め
ら
れ
な
い

(開

σgp)。
た
だ
し
、
ギ
1
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ボ
ダ
ン
の
絶
対
主
義
的
主
権
概
念
は
、
私
法
の
手
前
で
停
止
し
て
い
た

(開

σgp)
。

そ
こ
で
は
、
契
約
が
主
権
者
を
拘
束
す
る
と
さ
れ
、
主
権
者
と
い
え
ど
も
、
人
格
の
自
由
や
財
産
権
の
不
可
侵
性
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る

(
開
宮
邑
・
)
。

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
ボ
ダ
ン
の
主
権
概
念
は
、
絶
対
君
主
政
の
理
論
家
た
ち
に
よ
り
、
直
ち
に
好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
、

モ
ナ
ル
コ
マ
キ
と
の
論
争
に
利
用
さ
れ
た

(FLUMg-凶
凶
)
。
し
か
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
支
配
者
主
権
原
理
を
支
持
し
な
が
ら
も
、
絶

対
主
義
と
は
距
離
を
取
っ
て
お
り
、
混
合
的
あ
る
い
は
制
限
的
な
支
配
形
態
の
可
能
性
を
捨
て
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
(
』
〉
一
日
出
ム
宮
)
。
ギ
!

ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
、
主
権
概
念
の
厳
密
な
定
式
化
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
を
何
ら
か
の
方
向
で
緩
和
し
よ
う
と
し
た

ボ
ダ
ン
に
対
抗
し
て
、
異
口
同
音
に
帝
国
を
統
一
国
家
で
あ
る
と
解
釈
し
、
皇
帝
を

(ggp)。
と
り
わ
け
、
帝
国
国
法
論
者
た
ち
は
、

真
の
君
主
で
あ
る
と
説
明
し
た
た
め
、
そ
の
よ
う
な
譲
歩
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
う

(
g
g
E。
す
な
わ
ち
、
ボ
ダ
ン
と
と
も
に
混
合

政
体
を
否
認
す
る
論
者
は
、
皇
帝
が
主
権
を
保
持
す
る
こ
と
を
弁
証
す
る
た
め
に
、
合
憲
的
な
制
限
や
君
主
の
解
任
可
能
性
す
ら
も
が
、
完

全
な
主
権

B
E」
2
5
に
反
し
な
い
と
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
逆
に
、
ボ
ダ
ン
と
と
も
に
主
権
の
制
限
を
不
可
能
と
す
る
論
者

は
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
皇
帝
を
君
主
と
解
釈
す
る
た
め
に
、
多
数
の
主
体
の
も
と
に
主
権
が
分
割
さ
れ
た
、
混
合
的
国
制
の
可
能
性
を
主
張

(
g
g
E。
し
か
し
、
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
支
配
的
な
見
解
は
、
「
主
権
は
、
制
限
可
能

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る

北j去56(4・52)1604



で
あ
り
、
か
っ
、
分
割
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
古
い
想
定
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
神
聖
ロ

l
マ
帝
国
に
つ
い
て
も
、
君
主
政

と
貴
族
政
の
混
合
政
体
と
し
て
説
明
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た

(
E
L
2ム
出
)
。
そ
こ
で
は
、
多
数
の
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
結
合
に

お
い
て
の
み
完
全
に
主
権
的
で
あ
る
よ
う
な
諸
主
体
の
も
と
へ
、
主
権
の
実
際
上
の
配
分
が
、
定
め
ら
れ
て
い
た

(
g
g
E。

ル
イ
ス
・
デ
・
モ
リ
ナ

さ
ら
に
、
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、

(戸

ZF閉
門
同
町
冨
。

-FE)

(
明
『
自
己
田
町
。

ω
E
B
N
)
lま

や
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ス
ア
レ
ス

伝
統
的
な
イ
エ
ズ
ス
会
の
国
家
論
を
壊
す
こ
と
な
く
、
独
特
の
方
法
で
先
鋭
化
さ
れ
た
主
権
概
念
と
折
り
合
い
を
つ
け
た

彼
ら
は
、
支
配
契
約
を
、
実
際
に
行
わ
れ
た
人
民
主
権
〈
。

-rsER吉
巴
箆
の
譲
渡
で
あ
る
と
言
明
し
、
そ
れ
故
に
支
配
者
を
主
権
者
で
あ

(』〉一

5
u
f
5
2
。

る
と
し
た

(開

σ
g
p
)
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
主
権
を
留
保
し
た
人
民
は
、
そ
の
任
意
の
留
保
の
も
と
で
主
権
を
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
、
制

限
さ
れ
た
支
配
者
主
権
や
、
部
分
的
に
の
み
認
め
ら
れ
る
支
配
者
主
権
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に

お
い
て
、
国
家
の
本
質
に
従
い
、
実
定
法
や
持
続
す
る
人
民
の
権
利
に
よ
り
、
支
配
者
を
拘
束
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

一
旦
移
転
さ
れ
た
主
権
を
、
支
配
者
に
固
有
の
剥
奪
不
可
能
な
権
利
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
圧
政
を
行
う
場
合
は
、

(開

σ
g
a・)。

と
り
わ
け
、
彼
ら
は
、

第二帝政創立期ドイツの政治思想 (2) 

人
民
に
抵
抗
権
や
支
配
者
の
解
任
権
が
生
じ
て
、
支
配
者
の
主
権
が
終
了
し
、
原
初
的
な
人
民
主
権
が
再
び
効
力
を
持
つ
と
し
た
の
で
あ
っ

た

(ggp)
。

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
に
、
君
主
政
に
お
い
で
す
ら
、
人
民
や
人
民
の
代
表
に
、
自
立
的
な
政
治
的
権
利
が
維
持
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
さ
れ
、
至
る
所
で
、
硬
直
的
な
主
権
概
念
の
修
正
を
迫
る
何
ら
か
の
傾
向
が
存
在
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、

モ
ナ
ル
コ
マ
キ
た
ち

が
、
主
権
概
念
を
維
持
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
っ
た

(
』
〉
一
一
法
'
G吋
)
。
彼
ら
は
、
主
権

s
a
O
2
8
と
い
う
概
念
や
語
を
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極
力
使
わ
な
い
よ
う
に
し
、
混
合
政
体
論
を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る

(
g
g
E。

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
以
上
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
絶
対
主
義
者
の
主
権
概
念
を
、
極
め
て
明
断
に
受
け
入
れ
、

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、

人
民
主
権
に
転
用
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
実
に
大
胆
か
つ
独
創
的
な
偉
業
で
あ
っ
た

(
』
〉
一
-
凶
、
ご
。

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
「
人
民
の
主



説

権

z
a
g吾
」
と
い
う
語
を
最
初
に
用
い
、
こ
の
「
人
民
の
主
権
」
の
属
性
と
し
て
、
ボ
ダ
ン
が
支
配
者
主
権
の
属
性
と
し
た
、
排
他
性
や

(
2
)
 

不
可
譲
性
、
直
接
性
や
不
変
性
を
付
与
す
る
と
と
も
に
、
ボ
ダ
ン
と
同
程
度
の
精
力
を
傾
け
て
、
混
合
的
国
制
や
権
力
分
立
の
概
念
を
否
定

;Jo!:.為

H岡

(
g
n
E・
)
。
そ
こ
で
は
、
法
的
に
想
定
し
う
る
主
権
者
が
た
だ
一
つ

(
人
民
主
権
)

で
あ
る
の
と
同
様
に
、
政
体

し
た
と
い
う
の
で
あ
る

も
た
だ
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
三
政
体
の
区
別
は
統
治
方
法

m
a
-
2
5抽出
5
5
の
違
い
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
た

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
に
よ
り
、
主
権
を
不
可
譲
・
不
可
分
と
し
つ
つ
、
支
配
者
の
主
権
を
人
民
の
本
源
的
主
権
か
ら

(
3
)
 

の
譲
渡
に
根
拠
づ
け
る
と
い
う
、
従
来
の
学
説
の
弱
点
が
克
服
さ
れ
た
の
で
あ
る

B
Z
E・
)
。
し
か
も
、
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
当
初
ア

ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
こ
の
主
権
の
担
い
手
と
し
て
の
国
家
を
、
支
配
者
と
人
民
を
共
に
含
み
、
そ
れ
自
身
と
し
て
人
格
を
持
つ
有
機
体
で
あ
る

(
開
宮
口
向
日
・
)
。
こ
う
し
て
、

と
す
る
思
考
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
(
同
〉

L
E
)
。
も
っ
と
も
、
そ
の
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
も
、
自
ら
の
契
約
論
の
展
開
過
程
に
お
い
て
、
結
局
、

単
一
の
国
家
人
格
の
分
裂
と
人
民
へ
の
主
権
帰
属
を
ま
ね
い
て
し
ま
っ
た
(
』
〉
・

]E'EM)
と
批
判
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
ア
ル
ト

(
4
)
 

ジ
ウ
ス
は
、
法
治
国
家
・
立
番
必
的
国
家
の
観
念
を
強
調
し
、
「
絶
対
的
権
力
宮
円
相
三
回
目
白
σ
E吉田」

の
概
念
を
断
固
と
し
て
拒
否
し
た
点
で
、

ボ
ダ
ン
の
主
権
概
念
を
修
正
し
た
と
評
価
さ
れ
る

(
』
〉
一
-
ヨ
ム
凶
∞
)
。
こ
こ
で
、
主
権
的
権
利
は
、
神
法
や
自
然
法
に
よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
、

実
定
法
や
、
と
り
わ
け
憲
法
〈
由
民
曲
目
的
ロ
括
的

mgaNm
に
よ
っ
て
も
制
限
を
受
け
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た

(
g
g
a・
)
。
な
お
、
こ
の
結
果
と

し
て
、
主
権
的
人
民
と
い
え
ど
も
、
合
法
的
に
構
成
さ
れ
、
正
統
に
行
使
さ
れ
て
い
る
権
力
を
覆
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
と
な
ゐ

(gga・
)
。
後
に
も
触
れ
る
と
お
り
、
ギ
i
ル
ケ
は
、
こ
の
相
違
を
非
常
に
重
要
視
す
る
。

し
か
し
、
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
こ
の
よ
う
な
人
民
主
権
論
は
、

(
5
)
 

は
下
火
と
な
り
、
排
他
的
支
配
者
主
権
論
が
主
流
と
な
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
い
て
、

ル
ソ

l
に
至
る
ま
で

(
』
〉
一
コ
U
E
コふ)。

い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
方
向
性
に
お
い
て
画
期
的
な
仕
事

を
し
た
の
は
ホ
ッ
プ
ズ
で
あ
っ
た

(
』
〉
一
コ
。
ム
ゴ
)
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
制
限
を
免
れ
た
主
権
を
強
調
す
る
理
論
で
あ
り
、
ザ
ム
エ

ル
・
フ
ォ
ン
・
プ
1
フ
エ
ン
ド
ル
フ

(ω
包
出
口
市
}
〈
。
ロ
司

c
pロ
品
。
『
『
)

に
も
緩
和
さ
れ
つ
つ
引
き
継
が
れ
、
支
配
的
な
理
論
と
な
っ
た
と
さ
れ
る

北法56(4・54)1606



(開

Z
E・
)
。
こ
の
ホ
ッ
プ
ズ
に
お
い
て
、

d
R
S
E
n
-〈
FEU--
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
、
国
家
自
体
の
人
格
性
が
確
立
さ
れ
る
か
に
見
え
た

(6) 

が
、
真
の
人
格
は
個
々
人
以
外
に
な
く
、
集
合
人
格
は
個
々
人
の
単
な
る
集
合
と
し
て
の
人
工
人
格
(
擬
制
人
格
)
で
し
か
な
い
た
め
に
、

そ
の
確
立
に
失
敗
し
て
い
る
と
さ
れ
、
ホ
ッ
プ
ズ
の
国
家
人
格
も
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
旧
来
の
支
配
者
人
格
に
過
ぎ
・
な
か
っ
た
と
さ
れ
る

(F
一
-
s
'
3
0
)
。
自
然
法
論
の
隆
盛
の
も
と
、
「
団
体
と
は
単
に
個
々
人
の
合
計
を
意
味
す
る
も
の
で
し
か
な
い
」
と
い
う
考
え
方
は
、

プ
l
フ
エ
ン
ド
ル
フ
を
は
じ
め
そ
の
後
の
諸
種
の
理
論
家
に
も
受
け
継
が
れ
、
国
家
人
格
は
、
支
配
者
人
格
と
人
民
人
格
に
分
裂
し
た
ま
ま

で
あ
っ
た

(
』
〉
一
-
混
'
N
O
】
)
。
す
ぐ
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
国
家
人
格
の
確
立
に
関
し
て
、

ル
ソ

l
も
同
様
に
失
敗
す
る
こ
と
と
な
る

(開

Z
E・)。

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、

第二帝政創立期ドイツの政治思想 (2) 

ホ
ッ
ブ
ズ
以
後
、
人
民
の
諸
権
利
に
よ
り
絶
対
主
義
的
支
配
を
緩
和
し
、
立
憲
国
家
の
可
能
性
を
擁
護
し
よ
う
と

し
た
、
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ド
・
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
・
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
(
。
皇

E
aぞ
-
5
0
z
r
F
5
N
)
な
ど
の
理
論
家
達
は
、
皆
ホ
ッ
プ
ズ
の
主

権
概
念
に
挑
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
(
』
〉
一
コ
∞
E
E
C
)
。
と
り
わ
け
、
一
八
世
紀
中
頃
に
新
た
に
盛
り
上
が
っ
た
、
人
民
の
諸
権
利
の

た
め
の
闘
い
は
、
主
権
概
念
の
弱
化
あ
る
い
は
破
壊
を
必
要
と
し
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
立
憲
的
な
教
説
が
成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う

(
同
〉
一
-
ま
ム
∞
∞
)
0

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
混
合
政
体
論
や
国
家
権
力
の
原
理
的
分
割
の
理
念
を
、
主
権
概
念
弱
化
の
た
め
の
要

素
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
人
民
主
権
論
か
ら
徐
々
に
発
展
し
た
も
の
で
あ
っ
た

(開

σ
g
p
)
。
そ
し
て
、

実
際
に
、
こ
の
教
説
は
、
長
ら
く
決
定
的
な
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

(7) 

の
も
と
へ
、
主
権
を
意
識
的
に
細
分
化
し
た
と
い
う

(
g
n
E
)。

(
Z
S円

2
S
5
2
)
の
定
式
化
に
お
い
て
、
相
互
に
独
立
し
た
多
数
の
主
体

北法56(4・55)1607

ギ
i
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
主
権
概
念
の
弱
化
の
議
論
に
反
対
し
、
人
民
の
諸
権
利
と
主
権
概
念
を
再
び
結
び
つ
け
、
排
他
的
人

民
主
権
論
を
唱
え
た
の
が
ル
ソ
ー
で
あ
っ
た
(
』
〉

L
S
)
。
こ
の
ル
ソ

i
の
人
民
主
権
論
は
、
国
家
設
立
契
約
か
ら
統
治
契
約
を
削
除
す
る

な
ど
、
革
命
的
な
業
績
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
構
成
員
の
自
由
・
平
等
と
い
う
、
従
来
の
社
会
契
約
説
の
社
会
枠
組
み
と
、
ホ
ツ



説

ブ
ズ
の
絶
対
主
義
的
契
約
論
と
の
結
合
で
あ
り
、
先
行
業
績
の
成
果
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た

理
論
は
そ
の
根
本
に
お
い
て
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
政
治
学
と
も
つ
な
が
っ
て
お
り
(
』
〉
一
邑
ご
、
社
会
契
約
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
人
民
主
権
が
、

(

』

〉

い

】

5
'こ

J
H
)

。
つ
ま
り
、

ル
ソ
!
の
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号... 
n冊

不
可
譲
か
つ
不
可
分
で
共
同
体
。

o
g
S
E
E
S
に
専
属
す
る
と
い
う
点
や
、
政
体
の
違
い
は
行
政
の
違
い
で
し
か
な
い
と
す
る
点
は
共
通
し

ル
ソ

l
は
、
人
民
主
権
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
、
実
定
法
や
根
本
法
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
制
限
を
認

て
い
る
と
い
う
宙
σ
g
p
)
。
た
だ
し
、

め
な
い
点
と
、
統
治
契
約
を
完
全
に
破
壊
し
た
点
で
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
と
異
な
る
と
さ
れ
る

て
は
、
一
般
意
志
の
表
現
と
し
て
の
主
権
の
内
容
は
、
立
法
の
み
と
さ
れ
、
行
政
は
主
権
の
担
い
手
で
は
な
い
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る

(開

Z
E
-
-
ま
た
、
ル
ソ

l
は
、
主
権
の
担
い
手
と
な
る
人
民
に
つ
い
て
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
と
同
様
に
、
結
合
契
約
に
よ
り
設
立
さ
れ
る

と
し
、
そ
の
構
成
員
を
越
え
た
力
を
持
つ
と
考
え
な
が
ら
、
人
民
を
、
依
然
と
し
て
個
々
人
の
総
計
と
し
て
の
み
考
え
て
お
り
、
国
家
人
格

(』〉一

M
2
'
M
Oム
)
。
け
だ
し
、

ル
ソ

l
に
お
い

概
念
に
到
達
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
(
開
宮
邑
・
)
。

こ
、
つ
し
て
、

ル
ソ
l
に
お
い
て
、
人
民
主
権
論
は
完
全
に
そ
の
展
開
を
終
え
た
と
さ
れ
る
が
、

ル
ソ
1
型
の
人
民
主
権
論
は
、
そ
れ
が
フ

ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
不
十
分
に
し
か
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
原
理
的
勝
利
を
収
め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と

さ
れ
る

(同〉一

M宏
)
。
さ
ら
に
、
こ
の
人
民
主
権
論
は
、
ヨ
ハ
ン
・
コ
ッ
ト
リ
1
プ
・
フ
ィ
ヒ
テ
(
』
各
自
口
。
S
E
o
σ
E
n
P
R
)
や
、
イ
マ
ヌ

エ
ル
・
カ
ン
ト

2
5
5
E
C包
囲
内
自
門
)
に
よ
り
継
承
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
も
や
は
り
、
原
子
論
的
、
機
械
的
な
個
人
主
義
的
自
然
法
論
で
あ
っ

た
た
め
に
、
結
局
、
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
の
国
家
人
格
、
団
体
人
格
を
う
ち
立
て
る
こ
と
が
で
き
ず
(
』
〉
ム
ヨ
心

S
)、
歴
史
学
派

に
敗
れ
る
こ
と
と
な
る
と
い
う

(
E
L
M
M
)
。
こ
の
人
民
主
権
と
支
配
者
主
権
の
分
裂
を
解
消
し
、
立
憲
的
権
力
分
立
を
維
持
し
つ
つ
、
に

(8) 

(』〉一

M
S
B
M
5
)
が
、
と
も
か
く

も
か
か
わ
ら
ず
国
家
的
統
一
を
損
な
わ
な
い
理
論
と
し
て
、
現
代
立
憲
国
家
が
登
場
す
る
こ
と
と
な
る

ル
ソ

l
に
つ
ら
な
る
社
会
契
約
論
の
系
譜
と
し
て
の
近
代
的
観
念
に
お
い
て
は
、
原
子
論
的
、
機
械
論
的
な
個
人
主
義

(
9
)
 

的
自
然
法
論
に
よ
っ
て
団
体
人
格
の
確
立
は
妨
げ
ら
れ
、
ル
ソ

l
に
お
い
て
顕
著
な
よ
う
に
、
諸
種
の
中
間
団
体
は
人
民
主
権
論
の
側
か
ら

も
、
こ
の
よ
、
つ
な
、



も
そ
の
立
脚
点
を
奪
わ
れ
る

(
』
〉
一
目
m
r
M
凶
∞
)
こ
と
と
な
っ
た
。

も
う
一
つ
の
近
代

さ
て
、
以
上
が
ギ
l
ル
ケ
の
基
本
的
な
近
代
理
解
で
あ
り
、
中
世
を
崩
壊
さ
せ
る
「
古
代
近
代
的
な
思
惟
」
と
い
っ
た
場
合
の
「
近
代
」

と
は
、
主
と
し
て
以
上
の
よ
う
な
内
容
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
自
然
法
国
家
論
の

発
展
に
は
、
「
も
う
一
つ
の
方
向
性
」
(
主
一
一
以
∞
)
が
あ
る
の
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
実
は
ギ
l
ル
ケ
の
自
然
法
論
へ
の
積
極
的
評

価
は
、
主
と
し
て
こ
の
方
向
性
と
関
わ
っ
て
い
る
。

(
叩
)

一
六
世
紀
以
降
、
中
間
団
体
の
立
脚
点
を
奪
う
主
権
概
念
の
精
般
化
が
進
ん
で
い
た
が
、
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
も
と
も

と
人
民
主
権
論
は
、
人
民
の
主
権
性
の
主
張
と
衝
突
し
な
い
限
り
、
中
間
団
体
の
権
利
如
何
の
問
題
に
対
し
て
中
立
的
な
立
場
に
あ
っ
た

前
述
の
通
り
、

第二帝政創立期ドイツの政治思想 (2) 

(
』
〉
一
区
凶
)
。
け
だ
し
、
伸
張
す
る
君
主
権
の
も
と
、

ユベ
l
ル
・
ラ
ン
ゲ

(
Z
5
2
Eロ加
Z
O
円
)
な
ど
改
革
派
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
は
、
国
家

の
契
約
違
反
に
抵
抗
す
る
際
の
実
践
的
要
請
か
ら
、
州
や
都
市
を
擁
護
し
た
の
で
あ
る

て
、
連
邦
主
義
理
念
を
理
論
化
し
、
体
系
化
し
た
の
が
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
理
論
化
は
、
社
会
契
約
観
念
の
持
ち
込
み
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
団
体
ヨ
g
∞
ny--nyg

(
g
n
E・
)
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
方
向
に
お
い

(』〉
-
M
A宇一
w
l
N
A
T
#
)
0

。
mBnuニ
n
σ
g
の
基
礎
を
結
合
契
約
に
お
き
、
家
族
、
職
能
団
体
∞
m
g
p加
g
o
n
g田口
E
P、
自
治
体
。
白
B
E丘
町
、
州
司
5
5日
な
ど
諸
種
の

中
間
団
体
を
、
個
人
と
国
家
を
媒
介
し
て
結
ぶ
不
可
欠
の
有
機
的
組
織
と
す
る

(ggp)
の
で
あ
る
。
国
家
は
、
排
他
的
主
権
と
い
う
特

別
の
機
能
は
持
つ
が
、
そ
れ
を
構
成
す
る
中
間
団
体
と
基
本
的
に
同
じ
と
さ
れ
、
よ
り
広
い
団
体
〈

2
Z
E
は
、
よ
り
狭
臨
な
団
体
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
(
開
σ
g
a
-
-
ま
た
、
下
位
の
団
体
は
固
有
の
生
戸
m
v
g
と
権
利
を
も
ち
、
そ
の
権
利
は
あ
る
特
定
の
目
的
の
た
め
に
や
む

北法56(4・57)1609



説

を
得
な
い
場
合
に
限
っ
て
上
位
の
団
体
に
譲
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
下
位
の
団
体
の
特
別
な
権
利
は
、
国
家
の
排
他
的
主
権
と
い
え
ど
も
乗
り

(
日
)

越
え
ら
れ
な
い
障
壁
で
あ
っ
た

(ggp)。
そ
し
て
、
こ
の
権
利
の
侵
犯
は
結
合
契
約
解
除
の
要
件
と
な
り
、
結
合
契
約
が
解
除
さ
れ
た

つ
ま
り
、
従
来
の
自
然
法
論
が
、
中
間
団
体
の
権
利
を
私
法
に

場
合
は
、
下
位
の
団
体
に
完
全
な
主
権
が
戻
る
こ
と
と
な
る
(
剛
山

σ
g門戸
)
。

押
し
込
み
、
そ
れ
に
対
し
て
公
法
を
優
先
さ
せ
て
い
た
の
に
対
し
、

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
社
会
契
約
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
法
を
私

北it;56(4・58)1610 

~b. a岡

法
に
基
礎
づ
け
て
両
者
の
関
係
を
逆
転
さ
せ
、
中
間
団
体
擁
護
の
新
た
な
自
然
法
団
体
理
論
を
う
ち
立
て
る
こ
と
に
成
功
し
た

(ロ)

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(開

σgmH・

)

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
て
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
に
よ
り
、
新
た
に
う
ち
立
て
ら
れ
た
団
体
主
義
的
ド
イ
ツ
自
然
法
論
は
、
次
に
挙
げ
る

二
つ
の
異
な
る
方
向
性
に
お
い
て
、
帝
国
国
法
論
者
の
諸
概
念
の
発
展
史
に
、
持
続
的
な
影
響
を
与
え
た

(
』
〉
一
一
N

主
t
M
ム
凶
)
。
す
な
わ
ち

複
合
国
家

E
8
5
5
2開。
8
R
q
g
g同
論
と
自
由
な
結
社
論
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
の
方
向
で
あ
る
複
合
国
家
は
、

ク
リ
ス
ト
フ
・
ベ
ゾ
ル

ト
(
内
F
E
m
g
耳
切
2
0】
色
)
ら
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
、

ゲ
マ
イ
ン
デ
や
諸
種
の
ケ
ル
パ

l
シ
ャ
フ
ト
か
ら
な
る
国
家
(
中
間
団
体
は

国
家
に
完
全
に
従
属
す
る
)
と
も
、
国
家
同
士
の
対
等
な
同
盟
で
あ
る
国
家
連
合
・
同
君
連
合
と
も
異
な
る
、
「
諸
国
家
よ
り
な
る
国
家
・
一

と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
国
家
形
態
で
あ
る

(主一
M

合
-
M
U
O
)

。
そ
こ
で
は
、
確
か
に
「
主
権

B
と

g
g」
は
、
排
他
的
に
全
体
に
認
め
ら
れ
る

べ
き
だ
が
、
構
成
国
家
に
も
、
副
次
的
で
相
対
的
な
国
家
と
し
て
の
本
質

5
5
a
g
E
S
S
Z
E
E邑
耳
目

ω
S害
者
向
田

g
が
認
め
ら
れ
る
べ

き
と
さ
れ
た

(ggp)。
ギ
1
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ベ
ゾ
ル
ド
の
諸
国
家
国
家
概
念
は
、

ル
ド
ル
フ
・
フ

l
ゴ
l
(
「
己
品
。
}
方
出
口
開
。
)
に

よ
り
、
さ
ら
に
体
系
化
さ
れ
、
主
権
的
上
級
国
家
と
依
存
的
構
成
国
家
の
間
で
、
国
家
権
力
を
原
理
的
に
分
割
す
る
と
い
う
思
考
が
基
礎
づ

け
ら
れ
、
神
聖
ロ

l
マ
帝
国
に
存
在
し
て
い
た
「
二
重
統
治
」
の
説
明
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

(gmE)。
こ
う
し
て
、
諸
国
家

国
家
の
モ
デ
ル
は
、
神
聖
ロ

l
マ
帝
国
の
国
制
を
う
ま
く
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、
多
く
の
帝
国
国
法
論
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る

(開

σgp)。
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
、
こ
の
モ
デ
ル
は
、
。
フ
l
フ
エ
ン
ド
ル
フ
の
批
判
に
よ
り
、

一
時
的
に
動
揺
を
き
た
す
が
、



一
八
世
紀
中
葉
以
降
に
見
ら
れ
た
、
主
権
概
念
の
弱
化
や
権
力
の
分
立
を
説
く
議
論
の
広
ま
り
(
』
〉
一
}
ま
ム
∞
∞
)
と
と
も
に
、
連
邦
国
家

概
念
再
生
へ
の
道
が
聞
か
れ
た
(
言
一
区
∞
E

目
。
)
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
複
合
国
家
概
念
は
、
神
聖
ロ

l
マ
帝
国
へ
の
特
殊
な
適
用
と
い
う
形

で
、
国
法
学
に
再
び
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
時
に
自
然
法
国
家
論
の
一
般
的
な
フ
レ
ー
ム
に
お
い
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
、
ダ

ニ
エ
ル
・
ネ
ツ
テ
ル
プ
ラ
ッ
ト

(
O
B
E
z
g
E
Z邑
同
)
に
よ
り
、

一
般
的
連
邦
国
家
論
の
一
つ
の
正
式
な
体
系
へ
と
発
展
さ
せ
ら
れ
た
か

ら
で
あ
る

(
恩
師
邑
・
)
。
こ
の
よ
う
に
地
な
ら
し
さ
れ
た
基
礎
の
上
で
、

ヨ
ハ
ン
・
シ
ユ
テ
ハ
ン
・
ピ
ユ
ツ
タ
l
(
』
。

E
ロ
ロ
∞
円
昌
吉
ロ
ヨ
』
再
開
『
)

が
、
ド
イ
ツ
の
実
定
国
法
の
連
邦
国
家
的
構
成
を
新
た
に
基
礎
づ
け
、
「
諸
国
家
よ
り
な
る
国
家
」
と
い
う
概
念
は
、
瀕
死
の
帝
国
の
解
釈

と
し
て
、
絶
大
な
支
配
力
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
(
開

Z
E・
)
。
そ
し
て
、
ギ

1
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
概
念
は
、
更
に
一
九
世
紀
後
半
に

お
い
て
、
偉
大
な
勝
利
へ
の
道
を
開
く
こ
と
と
な
り
、
豊
か
で
あ
る
と
同
時
に
、
様
々
に
分
裂
し
た
、
近
代
の
内
的
な
発
展
過
程
の
中
に
入
つ

た
の
で
あ
る

(開

Z
E・)。

次
に
、

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
団
体
主
義
的
自
然
法
論
が
、
帝
国
国
法
論
者
の
諸
概
念
の
発
展
史
に
影
響
を
与
え
た
、
第
二
の
方
向
性
は
、

ゲ

第二帝政創立期ドイツの政治思想 (2) 

マ
イ
ン
デ
や
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
自
由
と
い
う
近
代
的
な
理
念
を
直
接
準
備
し
た
、
自
然
法
社
会
理
論
(
自
由
な
結
社
論
)

で
あ
っ
た

(
同
〉
一
目
。
)
。
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
よ
う
に
国
家
を
社
会
契
約
で
演
繕
す
る
場
合
、
同
様
に
演
鐸
さ
れ
た
ゲ
マ
イ
ン
デ

(』〉一一
N
2
E
M
U
N
)

。
た
と
え
ば
、
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
は
、

や
諸
種
の
結
社
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

で
、
同
家
と
部
分
団
体
の
同
質
性
を
説
い
た
の
み
な
ら
ず
、
国
家
は
部
分
団
体
に
よ
る
、
水
久
の
連
邦
で
あ
る
と
解
釈
し
、
部
分
団
体
は
、
自

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
を
想
起
さ
せ
る
仕
方

己
保
存
の
た
め
に
他
の
手
段
が
な
い
場
合
は
脱
退
も
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
部
分
団
体
の
国
家
に
対
す
る
二
疋
の
優
位
性
を
説
い
た
と
い
う

北法56(4・59)1611 

(開

Z
E・)。

そ
れ
に
対
し
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
前
述
の
通
り
、
一
段
階
社
会
契
約
構
成
を
と
り
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
や
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
つ
い
て
、
国
{
永

か
ら
の
自
立
性
を
否
定
し
、
こ
の
よ
う
な
理
論
を
激
し
く
攻
撃
し
た
の
で
あ
っ
た

(同〉一
M
U
M
)

。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
主
権
的
個
人
と
主
権



論

自
然
法
国
家
論
が
支
配
的
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る

に
お
い
て
は
、
「
も
う
一
つ
の
方
向
性
」
が
あ
っ
た

的
公
共
体
主

-
m
g
E同

MEn-円
と
の
間
に
あ
る
、
あ
ら
ゆ
る
中
間
団
体

N
2
R
z
g加工
a
n
E
a
g
を
破
壊
す
る
、
中
央
集
権
的
か
つ
原
子
論
的
な

一
八
世
紀
ド
イ
ツ

(』〉一
M
U
M
a
M
U
K
F
岨一以内
γ
拭
∞
)
0

し
か
し
、
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、

北法56(4・60)1612

説

(』〉一
M
U
ふ岨
M

凶
∞
目
以
}
)
。
す
な
わ
ち
、
個
人
主
義
的
集
団
主
義
観
念
日
同

E
Eと
互
い
三
γ

E
-
r
r
z
g円仲間
n
Z
〉
ロ
弓
8
2ロ
聞
か
ら
発
展
し
た
、
自
由
な
結
社
『
『

3
E
S己
主

S
原
理
に
よ
る
、
団
体
構
成
ぎ
号
。
『
邑

g
c
r色
町
ヨ
ロ
加
の
復

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
い
て
、
自
由
な
結
社
原
理
が
実
現
さ
れ
、
下
か
ら
上
へ
の
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の

活
(
』
〉
一
目
。
)

社
会
構
成
が
承
認
さ
れ
る

(
】
〉
一
目
∞
)
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
で
国
家
の
優
越
性
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
諸
種
の
団
体

囲
内

C
H
・宮『田
n
z
m
が
、
国
家
と
同
様
に
自
由
な
結
合
同
B
5
E
8
2
B
S
か
ら
生
じ
、
自
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
決
定
的
に
重
要
で

あ
る
と
さ
れ
る

(』〉一
M
U
∞
'
N
3
)
。
さ
ら
に
、
ネ
ツ
テ
ル
プ
ラ
ッ
ト
に
よ
り
、
国
家
や
個
人
に
対
し
て
と
同
様
に
、
中
間
団
体
に
も
自
然
法

上
の
固
有
の
位
置
が
与
え
ら
れ
、
自
由
な
結
社
の
基
礎
の
上
に
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
的
社
会
体
系
が
再
生
さ
れ
た
の
で
あ
る

(』〉一一
M

会
)
)
。
こ
の

よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
自
然
法
学
派
は
、
下
か
ら
上
へ
と
団
体
を
積
み
上
げ
て
社
会
を
構
成
し
た
点
や
、
あ
ら
ゆ
る
団
体
に
自
己
創
造
さ
れ
た

も
の
と
し
て
固
有
の
権
利
を
認
め
た
点
、
そ
れ
ら
を
覆
う
ド

l
ム
と
し
て
国
家
を
説
明
す
る
点
で
、
高
く
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る

(』〉

M
a
o
s
M
2
)
。

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
自
然
法
社
会
理
論
は
、
政
治
理
論
に
も
大
き
く
影
響
し
た
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
中
間
団
体
主
義
の

偉
大
な
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
で
あ
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
、
中
間
団
体
を
特
権
身
分
団
体
と
し
て
し
か
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
ド
イ

は
、
既
存
の
身
分
秩
序
へ
の
偏
愛
を
伴
い
つ
つ
も
、
自
由
な
結
杜
の
持
つ
力
を
強
く
信

ツ
の
ユ
ス
ト
ゥ
ス
・
メ

l
ザ
l

(
』
己
目
吉
田
富
。
由
民
)

じ
て
い
る
と
さ
れ
る

(』〉一

Na-'NaN)
。
そ
の
傾
向
は
、

一
八
世
紀
終
盤
に
お
い
て
、

ア
ウ
グ
ス
ト
・
ル
ー
ト
ヴ
イ
ツ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ユ

レ
l
ツ
ア

l

(〉

zmZ閉
門
戸
口
込
者
』
伺
〈
。
ロ

ω
n
E
C
N
m円
)

や
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
(
者
M
E
n
-
5
5ロ

zzsgp)
に
よ
り
強
調
さ

れ
、
法
学
に
お
い
て
も
、

ロ
ー
マ
法
的
な
擬
制
人
格
団
体
理
論
を
脅
か
し
た
と
す
る

(開

Z
E
)
0
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
成
果
は
、



プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
(
一
七
九
四
年
施
行
)
と
い
う
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
の
「
偉
大
な
立
法
作
業
」
(
』
〉
一

NB)
に
現
れ
て
お
り
、
そ

れ
は
当
時
と
し
て
は
自
由
主
義
的
に
行
わ
れ
、
下
か
ら
上
へ
の
社
会
構
成
に
お
い
て
も
、
自
然
法
社
会
理
論
の
精
神
の
影
響
が
明
ら
か
で
あ

る
と
さ
れ
る

(同〉

-
M
S
'
N
a凶
)
。
こ
う
し
て
、
ド
イ
ツ
自
然
法
論
は
、
自
由
な
結
社
の
強
調
に
よ
っ
て
、
時
代
遅
れ
の
特
権
ば
か
り
で
は
な

く
、
中
央
集
権
的
原
子
論
的
傾
向
に
も
反
対
す
る
も
の
と
し
て
不
滅
の
栄
誉
を
獲
得
し
た

(開

σ
2
d
a・
)

の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
自
然
法
論
は
、

8
3
gと
E
ぞ

2
5聞
の
同
一
視
の
結
果
、
内
的
に
は
個
人
相
互
の
義
務
の
紐
帯
と
し
て
の
社
会
契
約

観
念
に
行
き
着
き
、
外
的
に
は
個
々
人
の
総
計
を
集
合
的
統
一
体
と
す
る
精
神
的
人
格
ョ
。
邑
宮
宮

3
2
8
観
念
に
行
き
着
い
て
し
ま
っ
た

と
さ
れ
る

(
肘
宮
邑
・
)
。

つ
ま
り
、
社
会
契
約
に
よ
っ
て
演
縛
さ
れ
る
団
体
は
、
個
人
の
総
計
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
だ
け
で
は
真
の
団
体
人
格

に
は
到
達
で
き
な
い
の
と
い
う
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
社
会
理
論
は
、
自
由
な
結
杜
の
擁
護
に
よ
っ
て
、
新
た
な
団
体
理
論
へ
の
発
展

の
可
能
性
を
持
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
最
後
の
最
後
に
お
い
て
、
個
人
主
義
的
、
機
械
的
な
形
態
を
と
っ
て
し
ま
っ
た
と
批
判
さ
れ
る

第二帝政創立期ドイツの政治思想 (2) 

フ
ン
ボ
ル
ト
が
「
国
内
。
号
。
『
邑

g
の
代
わ
り
に
個
々
人
の
自
由
な
結
社
を
」
と
言
う
時
、
個
々
人
の
世
代
を
越
え
て
存
在
し
、

個
別
的
存
在
を
、
よ
り
高
次
の
生
の
統
一
体
に
高
め
る
団
体
人
格
観
念
に
敵
対
す
る
こ
と
と
な
り
、
団
体
的
生

E
弓
O
『邑〈
E
F
m
σ
自
の
歴

(
開
宮
昆
・
)

0

史
的
か
っ
有
機
的
な
要
素
に
、
敵
対
す
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る

(
g
g
E。
こ
の
点
に
お
い
て
、
ギ

i
ル
ケ
は
、

ド
イ
ツ
自
然
法
論
に
対
し
、

一
定
の
留
保
を
示
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
自
然
法
論
の
自
由
な
結
社
原
理
を
高
く
一
評
価
し

つ
つ
も
、
団
体
を
自
由
な
結
社
関
係
に
解
消
し
つ
く
す
こ
と
に
対
し
て
は
、
反
対
の
立
場
を
と
る
の
で
あ
り
、
単
に
ド
イ
ツ
自
然
法
論
を
礼

賛
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
理
論
的
難
点
を
克
服
し
、
真
の
団
体
人
格
を
う
ち
立
て
る
も
の
と
し
て
、
「
現

代
」
の
立
憲
的
法
治
国
家
が
登
場
す
る
こ
と
と
な
る
。

四

現
代

北法56(4・61)1613
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以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
ギ
l
ル
ケ
は
、
国
家
か
ら
自
立
し
た
中
間
団
体
が
持
つ
、
固
有
の
権
利
を
強
調
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
単
に

中
世
の
封
建
的
あ
る
い
は
特
権
的
な
中
間
団
体
の
復
活
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、
一
定
の
留
保
を
伴
い
な
が
ら
も
、
ド
イ
ツ
自
然
法
論

を
積
極
的
に
評
価
し
、
自
由
な
結
社
原
理
に
基
づ
く
新
た
な
中
間
団
体
の
創
設
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ

(
日
)

の
自
由
な
結
社
原
理
が
、
第
一
章
で
問
題
と
な
っ
た
「
新
た
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
原
理
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

品 i

両岡

し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
ギ
l
ル
ケ
は
そ
れ
だ
け
で
十
分
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
個
人
の
合
意
と
い
う
社
会
契

約
的
な
構
成
で
は
、
結
局
、
個
人
の
総
計
と
し
て
の
団
体
(
人
民
人
格
)
を
演
緯
で
き
る
の
み
で
あ
り
、
支
配
者
人
格
と
の
有
機
的
結
合
に

失
敗
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
初
、
支
配
者
人
格
と
人
民
人
格
を
と
も
に
含
ん
だ
団
体
人
格
と
し
て
の
国
家
人
格
を
念

頭
に
置
き
な
が
ら
、
結
局
、
人
民
人
格
の
み
の
人
民
主
権
論
に
縮
小
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
に
対
す
る
両
義
的
な
評
価

(同〉一

-
E
E
H
a
N
)
に
も
現
れ
て
お
り
、
さ
ら
な
る
工
夫
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

(
M
)
 

ギ
l
ル
ケ
に
と
り
、
そ
の
工
夫
は
、
「
現
代
」
(
同
時
代
)
に
お
い
て
果
た
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
(
同
〉
一
M
M
与
心
出
)
、
よ
り
具
体
的
に
は
、

代
表
制
観
念
の
再
構
築
(
開

g
E・
)
お
よ
び
、
法
と
国
家
と
の
関
係
の
再
定
義

(
E
h宏
司
)
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
核
と
な
る
観
念
は
、
や
は
り
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
に
そ
の
萌
芽
が
あ
っ
た
と
す
る
、
「
機
関
」
概
念
と
「
法
治
国
家
」
観
念
で
あ
る
が
、

機
関
概
念
(
代
表
制
論
)
に
つ
い
て
は
次
章
で
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
法
治
国
家
論
を
取
り
上
げ
た
い
。
こ
こ
で
も
、
歴
史

的
変
遷
を
追
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
た
め
、
や
や
時
代
的
に
前
後
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
ま
ず
そ
の
説
明
を
跡
づ
け
、
ギ
l
ル
ケ
に
と
っ
て

の
「
現
代
」
の
位
置
づ
け
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

(
l
)
中
世
に
お
け
る
国
家
と
法
の
関
係

北法56(4・62)1614



ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
中
世
に
お
い
て
は
、
「
国
家
は
法
の
中
に
あ
り
、
法
の
為
だ
け
に
存
在
す
る
」
(
同
〉
川
区
品
)
と
い
う
ゲ
ル
マ
ン
的

法
治
国
家
観
念
が
優
勢
で
あ
っ
た
が
、
古
代
的
国
家
観
念
の
復
活
と
共
に
、
国
家
権
力
は
、
法
を
越
え
た
存
在
で
あ
る
教
会
に
範
を
と
り
、

法
の
足
か
せ
か
ら
逃
れ
る
闘
争
を
始
め
た

(』〉一

Mg)
。
し
か
し
、
中
世
理
論
は
、
「
国
家
は
変
更
不
能
の
法
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
て
い
る
」

と
い
う
ゲ
ル
マ
ン
的
法
観
念
を
捨
て
な
か
っ
た
た
め
、

一
方
に
お
い
て
、
「
法
は
、
国
家
に
よ
り
国
家
の
た
め
に
国
家
の
も
と
で
存
在
す
る
」

と
さ
れ
つ
つ
、
他
方
に
お
い
て
、
「
国
家
は
、
法
に
よ
り
法
の
た
め
に
法
の
下
で
存
在
す
る
」
と
さ
れ
る
と
い
う
矛
盾
が
発
生
す
る
こ
と
と

(
日
)

(
同
〉
一
民
小
)
。
こ
の
矛
盾
に
対
し
、
法
と
国
家
が
相
互
に
よ
っ
て
相
互
の
た
め
に
相
互
の
も
と
で
存
在
す
る
と
い
う
思
考
法
を
持
た

な
っ
た

な
か
っ
た
中
世
理
論
は
、
実
定
法
と
自
然
法
の
区
別
に
よ
っ
て
、
こ
の
矛
盾
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
と
さ
れ
る

(開

Z
E・)
0

ま
ず
、
実
定
法
の
も
と
で
は
、
法
規
範
は
、
完
全
に
主
権
者
の
意
思
に
従
属
し
、
「
王
は
法
か
ら
免
れ
る

-
4
5
8官
庁

間

5
5
8
z
g∞
」
の

金
言
が
示
す
と
お
り
、
法
の
作
り
手
は
自
ら
の
法
に
拘
束
さ
れ
な
い
(
』
〉
ぬ
ま
心
宅
)
。
ま
た
、
実
定
法
に
基
づ
く
諸
権
利
(
主
観
的
権
利
)

は
、
単
な
る
特
権
で
あ
り
、
主
権
者
の
命
令
に
よ
り
、

(』〉

-Mg'NS)
。
し
た
が
っ
て
、
保
護
さ
れ
る
べ

一
方
的
に
改
廃
可
能
で
あ
っ
た

第二帝政創立期ドイツの政治思想 (2) 

き
と
さ
れ
た
私
的
所
有
権
や
契
約
の
拘
束
力
は
、
実
定
法
で
は
な
く
自
然
法
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

次
に
、
自
然
法
は
、
「
啓
示
さ
れ
た
神
法
」

(
E
-
Sど
と
し
て
、
国
家
を
越
え
た
、
地
上
に
お
け
る
最
高
の
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
教

皇
や
皇
帝
、
統
治
者
や
主
権
的
人
民
よ
り
も
上
位
に
存
在
し
、
可
視
の
全
共
同
体
。
何
回
同
ヨ
ヨ
吾
呂
の
上
位
に
存
在
す
る
(
』
〉
一

SN)
。
し
た

が
っ
て
、
自
然
法
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
規
範
や
権
利
は
、
成
文
法
や
政
府
の
行
為
、
人
民
の
決
議
や
慣
習
に
よ
り
破
る
こ
と
は
出
来
な
い
と

(
同
〉
い

N
斗
(
)
h
U
N

ば)。

さ
れ
た
(
開

σgp)。
こ
う
し
て
、
中
世
理
論
に
お
い
て
は
、
国
家
高
権
の
実
定
法
上
の
称
揚
に
も
関
わ
ら
ず
、
高
権
は
自
然
法
の
法
的
制

限
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
侵
犯
は
重
大
な
帰
結
を
ま
ね
く
と
さ
れ
た
(
』
〉
一
白
凶
)
。
こ
の
帰
結
の
内
容
に
つ
い
て
、
中
世
理
論
は
確
か
に
バ

ラ
バ
ラ
で
あ
っ
た

(ggp)
が
、
形
式
的
法
と
実
質
的
法
と
の
区
別
は
自
明
(
』
〉
・

M
コ
心
苦
)
で
あ
り
、
公
共
の
安
寧
な
ど
、
よ
り
高

次
の
目
的
の
た
め
に
、
主
権
者
が
自
然
法
の
拘
束
か
ら
免
れ
る
と
い
う
観
念
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
う
(
』
〉
一
吐
。
)
。
こ
の
点
で
は
、

北i去56(4・63)1615



説

(開

σ
g仏・)。

マ
キ
ア
ヴ
エ
ツ
リ
の
理
論
は
革
命
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

:::-6. a岡

(
2
)
近
代
に
お
け
る
国
家
と
法
の
関
係

近
代
(
一
六
世
紀
以
降
)
に
お
い
て
も
、
実
定
法
と
自
然
法
の
区
別
は
や
は
り
不
動
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
両
者
は
様
々
な
側
面
で
再

(
日
)

結
合
さ
れ
て
、
相
互
に
浸
透
し
、
国
家
絶
対
主
義
と
法
治
国
家
・
立
憲
国
家
と
い
う
異
な
る
二
つ
の
方
向
に
進
ん
だ
と
さ
れ
る
(
』
〉
一
自
由
〉
。

ま
ず
、
実
定
法
規
(
客
観
的
側
面
)
に
関
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
実
定
法
は
成
文
法
と
同
一
視
さ
れ
、
そ
れ
は
主
権
者
の
命
令
と
考
え
ら
れ

た
(
同
〉
一
目
。
心
∞
。
)
。
こ
の
よ
う
な
、
主
権
者
の
実
定
法
か
ら
の
解
放
を
説
く
主
張
に
対
し
、
「
王
も
ま
た
法
に
従
う

P
5
8官
庁
恒
吉
田

B
R
E『
」
と
い
う
金
言
で
対
抗
す
る
法
治
国
家
運
動
が
盛
り
上
が
っ
た
が
、
主
権
概
念
が
明
確
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
主
権
者
の
遵
法
義
務

と
被
治
者
の
遵
法
義
務
と
は
区
別
さ
れ
、
主
権
者
の
遵
法
義
務
に
つ
い
て
は
強
制
力
を
持
た
な
い
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
(
』
〉

M

∞いN

M

∞
凶
)
。
そ
し
て
、
ボ
ダ
ン
に
よ
り
、
主
権
概
念
が
貫
徹
さ
れ
、
主
権
者
は
、
実
定
法
か
ら
完
全
に
免
除
さ
れ
、
道
法
義
務
は
主
権
者
の
任

意
に
任
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
(
』
〉
一
回
凶
)
。

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
、
穏
健
な
絶
対
主
義
教
義
が
支
配
的
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
で
は
、
支
配
者
に
対
す
る
憲
法
の
拘
束
力
を
認
め

る
と
い
う
、
立
憲
国
家
〈
町
広
曲
目
包
括
g
g巳
へ
の
可
能
性
が
あ
っ
た
が
、
憲
法
を
法
で
は
な
く
、
自
然
法
に
基
づ
く
契
約
で
あ
る
と
す
る
構

(口)

成
に
よ
り
、
「
法
か
ら
の
支
配
者
の
解
放

F
E
E庁
間

5
5
8
E
E」
と
い
う
観
念
が
広
が
っ
て
い
っ
た
と
い
う
(
』
〉
-
M
ま
'
M
∞
∞
)
。
こ
の
観

念
に
反
対
し
、
諸
身
分
な
ど
既
存
の
国
制
を
守
ろ
う
す
る
側
も
、
公
共
の
安
寧
の
過
剰
を
論
拠
に
抵
抗
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
法
か
ら
の

支
配
者
の
解
放
と
い
う
、
同
じ
前
提
を
受
け
入
れ
て
し
ま
い
、
理
論
的
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
っ
た

(
』
〉
・
話
。
)
。
そ
し
て
、
こ
の
流
れ
に
対

応
し
て
、
人
民
主
権
論
の
側
も
、
人
民
と
支
配
者
双
方
を
同
じ
よ
う
に
拘
束
す
る
憲
法
と
い
う
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
立
場
を
捨
て
、
あ
ら
ゆ
る

北法56(4-64)1616



実
定
法
や
憲
法
を
越
え
た
「
人
民
の
主
権
的
意
思
」
に
、
国
家
機
構
が
、
従
属
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
り
、
最
終
的
に
ル
ソ
l

へ
つ
な
が
る
国
家
絶
対
主
義
の
方
向
へ
向
か
う
こ
と
と
な
っ
た

(
g
g
E。
ギ
i
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
、

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
「
支
配

者
(
主
権
者
で
は
な
い
)
は
当
然
実
定
法
に
強
制
的
に
従
う
も
の
」
と
し
、
ま
た
「
主
権
的
人
民
自
身
も
法
か
ら
免
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
」
と
し
て
、
支
配
者
と
人
民
を
拘
束
す
る
、
実
定
法
の
法
規
範
性
を
強
調
し
た
の
で
あ
っ
た
(
』
〉
一

M
忠
心
∞
ム
)
が
、
こ
の
よ
う
な
思
考

を
部
分
的
に
引
き
継
い
だ
、
後
世
の
立
憲
主
義
教
説
は
、
最
高
高
権
の
法
か
ら
の
解
放
と
い
う
金
言
を
覆
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

、圃
〉

(
C
E岳
民
吾
2
)
は
、
立
憲
的
な
根
本
法
の
拘
束
力
を
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
認
め
、
そ
の
維
持

の
た
め
の
積
極
的
抵
抗
権
を
も
認
め
、
さ
ら
に
、
国
家
契
約
の
本
質
か
ら
演
鐸
さ
れ
る
暗
黙
の
憲
法
∞
呂
田
各
当
巴
加

gbm
〈
由
民

g
包
括

(
H
根

(
同
)

本
法
)
を
認
め
て
、
主
権
者
に
対
す
る
、
個
人
の
利
益
の
た
め
の
法
的
な
制
限
を
認
め
る
と
い
う
立
場
を
と
り
な
が
ら
、
こ
の
立
憲
的
制
限

の
根
拠
を
、
実
定
法
で
は
な
く
自
然
法
に
基
礎
づ
け
た
こ
と
に
よ
り
、
実
定
法
に
よ
る
国
家
へ
の
対
抗
を
主
張
す
る
必
要
が
な
く
な
り
、
実

M

∞
⑤
)
。
け
だ
し
、

ウ
ル
リ
ク
ス
・
フ
ベ
ル
ス

第二帝政創立期ドイツの政治思想l(2) 

定
法
に
お
け
る
主
権
の
絶
対
性
の
貫
徹
を
招
来
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
実
定
法
上
の
諸
権
利
(
主
観
的
側
面
)
に
つ
い
て
も
、
実
定
法
規
と
事
情
は
同
様
で
あ
り
、
臣
民
の
権
利
の
国
家

権
力
か
ら
の
保
護
が
、
自
然
法
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
国
家
権
力
へ
の
有
効
な
拘
束
力
た
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る

(』〉一
M
∞唱。
M
沼-)。

(』〉一
M
E
'
N
A
W
J
『)。

次
に
、
自
然
法
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
法
規
範
と
し
て
の
自
然
法
は
、

一
六
世
紀
以
降
隆
盛
す
る
全
自
然
法
論
の

要
石
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
権
力
の
法
的
基
礎
で
あ
っ
て
、
国
家
の
目
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
家
に
対
す
る
制
限
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
た
(
同
〉
ゐ
ヨ
)
o

し
か
し
、
こ
の
自
然
法
論
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
る
重
大
な
挑
戦
を
受
け
、
結
局
、
国
家
絶
対
主
義
に
行
き
着
い
た
と

北法56(4・65)1617

さ
れ
る
(
同
〉
一
同
。
。
)
。
と
い
う
の
は
、

ル
ソ
ー
や
パ
ル
フ
・
デ
・
ス
ピ
ノ
ザ
(
切
即
日
♀
色
。

ω立ロ
O
N白
)

は
、
確
か
に
自
然
法
に
よ
る
主
権
の

制
限
を
説
い
た
が
、
そ
れ
は
法
的
規
制
と
い
う
よ
り
は
、
体
制
を
維
持
す
る
た
め
の
理
性
的
判
断
と
し
て
の
当
然
の
制
限
に
過
、
ぎ
な
か
っ
た



説

し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
反
対
し
て
、
自
然
法
の
法
的
性
質
を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
、
プ

l
フ
エ
ン
ド
ル
フ
も
、
自
然
法
を
不
完
全
な
法
で
あ
る
と

北法56(4・66)1618

(
』
〉
一
凶
。
。

ω
2
)
。
も
っ
と
も
、
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
自
然
法
を

論

言
明
し
、
従
来
の
自
然
法
学
説
を
修
正
し
た
か
ら
で
あ
る

弱
め
る
理
論
に
対
し
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
自
然
状
態
に
お
け
る
と
同
様
に
、
国
家
に
対
し
て
も
、
自
然
法
は
十
分
な
拘
束
力
を
持
っ
と

す
る
反
対
論
は
根
強
く
、
そ
れ
は
上
述
の
立
憲
主
義
教
説
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
り
、
主
権
者
へ
の
自
然
法
の
強
制
力
を
要
求
す
る
議
論
に

も
な
り
得
る
も
の
で
あ
っ
た
(
』
〉
L
O
N
E
出
凶
)
。
し
か
し
、
こ
の
議
論
は
、
自
然
法
の
全
能
性
を
主
張
し
、
抽
象
的
理
性
法
に
よ
る
普
遍
的

規
範
体
系
の
構
築
と
そ
の
国
家
に
よ
る
執
行
を
要
求
す
る
も
の
と
な
り
、
福
祉
や
文
化
の
増
進
な
ど
、
法
の
実
現
と
は
異
な
る
国
家
の
任
務

を
否
認
し
た
た
め
に
、
国
家
の
不
能
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
(
間

σ
g
E。

さ
ら
に
、
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
自
然
法
の
主
観
的
諸
権
利
(
人
権
体
系
)
も
、
自
然
法
規
範
と
同
様
で
あ
り
、
ホ
ッ
プ
ズ
に
よ
っ
て
無

力
化
さ
れ
な
が
ら
も
、
ド
イ
ツ
の
立
憲
主
義
学
派
に
よ
り
、
再
び
力
を
持
っ
た
が
、
「
個
々
人
の
不
可
侵
の
自
然
権
」
が
と
め
ど
な
く
拡
大

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
の
機
能
は
、
人
格
と
財
産
を
保
護
す
る
た
め
の
制
度
に
縮
小
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
(
』
〉
一
凶
宰
'
M
O
U
)

。
そ
れ

と
と
も
に
自
然
法
体
系
の
比
重
も
、
法
規
範
と
し
て
の
客
観
的
自
然
法
か
ら
、
個
人
の
自
然
権
と
し
て
の
主
観
的
自
然
法
に
移
動
す
る
こ
と

と
な
っ
た

(開

σgs・

)

の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、
ギ
l
ル
ケ
は
抵
抗
権
の
問
題
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
自
然
法
国
家
理
論

に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
権
力
に
は
法
的
資
格
が
必
要
で
あ
り
、
権
力
纂
奪
者
へ
の
抵
抗
は
当
然
で
あ
る
と
す
る
点
で
一
致
し
て
い
た

が
、
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
以
降
、
主
権
の
完
全
な
所
有
の
有
無
を
重
視
す
る
思
考
が
発
展
し
て
い
っ
た

権
論
者
と
人
民
主
権
論
者
と
の
対
立
に
対
応
し
て
、
自
然
法
を
国
家
が
侵
犯
し
た
場
合
の
効
果
に
つ
い
て
も
、
二
つ
の
相
争
う
原
則
が
あ
う

(
印
)

た

(
g
m
E・
)
が
、
そ
れ
ら
は
結
局
、
ど
こ
に
主
権
が
あ
る
か
の
争
い
に
つ
な
が
り
、
主
権
的
権
力
自
体
へ
の
立
憲
的
拘
束
を
説
く
も
の
と

(
』
〉
一
凶

g'当
吋
)
。
そ
し
て
、
支
配
者
主

は
な
ら
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
抵
抗
権
の
問
題
を
そ
の
中
心
に
お
い
た
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
も
、
支
配
者
主
権
を
人
民
主
権
に
置
き
換
え
て
、
革



命
権
を
演
揮
し
た
た
め
に
、
専
制
者
へ
の
抵
抗
は
主
権
へ
の
制
限
で
は
な
く
、
人
民
主
権
の
全
能
性
の
帰
結
に
他
な
ら
な
か
っ
た

(
E
-

凶()⑤
B

凶目日)。

ホ
ッ
プ
ズ
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
自
然
法
論
は
、
支
配
者
主
権
の
方
向
で
全
面
展
開
さ
れ
、
支
配
者
主
権
の

全
能
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
(
同
〉
・
ピ
N
E
己
凶
)
、
そ
れ
に
対
峠
す
る
、
ル
ソ
ー
ら
の
人
民
主
権
論
者
も
、
人
民
意
思
を
あ
ら
ゆ
る
法

的
拘
束
か
ら
免
れ
た
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
、
人
民
主
権
の
全
能
性
を
強
調
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る

一
七
世
紀
以
降
、

(
』
〉
一
己
凶
)
。

こ
の
よ
う
な
方
向
性
に
対
し
、

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
主
張
は
、
確
か
に
一
面
で
は
国
家
の
全
能
性
を
認
め
て
い
た
が
、
本
質
的
に
は
立
憲
的

な
主
権
制
限
の
主
張
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
(
豆
一
己
や
凶
ニ
)
。
と
い
う
の
も
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
私
人
個
人
に
は
、
正
当
防
衛
と
い
う
「
自

然
権
Z
S
E
m
n
Z【
」
が
脅
か
さ
れ
た
場
合
以
外
に
、
主
権
的
人
民
や
統
治
者
に
対
す
る
積
極
的
抵
抗
権
を
認
め
ず
、
そ
の
限
り
で
確
か
に
国

家
の
全
能
性
を
主
張
し
た
が
、
役
人
や
諸
身
分
、
特
定
都
市
や
州
(
離
脱
も
可
能
)
は
、
最
高
執
政
官

E
5
5
5
5晶
2
5吉
田
の
専
制
的
行
為

に
対
し
、
積
極
的
に
抵
抗
で
き
る

(
す
べ
き
で
あ
る
)
と
説
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る

(
肘
宮
口
円
】
)
。
ギ

l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
ア

ル
ト
ジ
ウ
ス
の
議
論
は
、
革
命
権
の
さ
き
が
け
と
一
吉
う
よ
り
は
、
拘
束
力
あ
る
憲
法
の
主
張
で
あ
り
、
立
憲
主
義
の
主
張

r
c
S
E
C
E
S
-
-巾

第二帝政創立期ドイツの政治思想 (2) 

。。r
Eロ
で
あ
っ
た

(ggp)。
こ
う
し
て
、
法
治
国
家
の
形
式
の
も
と
、
立
憲
理
論
に
お
い
て
、
国
家
権
力
へ
の
法
的
制
限
の
形
式
的
強

一凶

Ee己
凶
)
。
と
り
わ
け
、
ド
イ
ツ
自
然
法
論
に
お
い
て
、
統
治
者

F
E
R
E
の
不
法
行
為
は
無
効
と

制
力
が
復
活
し
た
と
さ
れ
る

さ
れ
、
立
法
権
の
権
限
超
越
に
よ
る
成
文
法
も
無
効
で
あ
り
、
自
然
Z
出
円
買
に
基
づ
き
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
、
人
民
や
諸
個
人
の
基
本
権

。BE
a
n
Z
が
、
統
治
者
に
よ
り
侵
害
さ
れ
る
場
合
は
、
社
会
契
約
が
く
ず
れ
て
、
自
己
防
衛
が
認
め
ら
れ
る
自
然
状
態
が
復
活
し
、
立

憲
的
革
命
権
に
よ
る
積
極
的
抵
抗
権
が
容
認
さ
れ
た
と
い
う
(
開

σ
g
E。
た
だ
し
、
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
立
憲
主
義
へ
の

萌
芽
を
持
っ
て
い
た
ド
イ
ツ
自
然
法
論
も
、
抵
抗
権
の
発
動
に
様
々
な
留
保
を
つ
け
て
お
り
、
カ
ン
ト
に
至
つ
て
は
、
「
何
ら
か
の
場
合
に
、

合
憲
的
な
革
命
権
が
生
ず
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
う
理
念
と
完
全
に
関
係
を
断
ち
、
立
憲
的
法
治
国
家
観
念
を
、
国
家
権
力
の
形
式
的
全

(』〉

北法56(4・67)1619

能
性
の
観
念
と
結
合
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た

(
g
g
E。



論

以
上
の
よ
う
に
、
ギ
l
ル
ケ
の
言
う
立
憲
的
法
治
国
家
観
念
は
、

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
に
そ
の
萌
芽
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
後
の
思
想
史
の
展

北法56(4・68)1620

説

(3)
現
代
に
お
け
る
国
家
と
法
の
関
係

聞
に
お
い
て
、
そ
の
力
を
発
揮
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
近
代
ま
で
の
歴
史
に
対
し
、
「
現
代
」
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
自
然

法
論
の
遺
産
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
立
憲
的
法
治
国
家
観
念
の
再
構
築
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
抵
抗
や
反
乱
の

追
放
は
法
治
国
家
の
結
果
で
は
な
く
否
定
で
あ
り
、
何
ら
か
の
最
高
次
の
国
家
部
局
宮
各
国
門
町
田
E
邑
R
V
m
E
2
S
N
の
形
式
的
全
能
性
は
法
治

国
家
自
身
の
不
可
避
の
要
請
で
あ
る

(
』
〉
一
回
忌
)
。
こ
の
主
張
は
一
見
矛
盾
す
る
が
、
権
力
分
立
論
と
の
接
合
に
よ
り
、
そ
の
止
揚
が
可
能

と
な
る
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
法
を
越
え
た
形
式
的
な
国
家
の
全
能
性
は
立
法
部
に
お
い
て
の
み
現
れ
、
行
政
部
は
法
に
従
属
し
、
司
法
部

は
さ
ら
に
独
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
自
然
法
論
で
い
う
法
的
保
護
軍
n
F
2
2
E
R
は
国
家
に
対
し
て
、
国
家
の
外
に
あ
る

の
で
は
な
く
、
国
家
内
に
お
け
る
、
国
家
に
よ
る
法
的
保
護
機
関
の
任
務
と
し
て
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
権
力
分
立
論
を
通
し
て
明
確
に

定
義
さ
れ
る
の
で
あ
る

(ggp)。
こ
う
し
て
ギ

l
ル
ケ
は
、
権
力
分
立
論
を
通
し
て
自
然
法
論
と
立
憲
主
義
を
結
び
つ
け
、
も
っ
て
人

の
全
能
性
と
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
、
法
治
国

家
の
構
築
お
よ
び
完
成
に
と
り
、
抽
象
的
自
然
法
原
理
は
不
可
欠
の
基
礎
で
あ
り
、
こ
の
指
針
の
も
と
で
、
法
治
国
家
の
歴
史
的
基
礎
が
固

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
(
開
宮
包
)
。
こ
こ
で
、
ギ
l
ル
ケ
は
、
自
然
法
に
よ
る
国
家
の
制
約
と
い
う
考
え
方
を
重
視
し
つ
つ
も
、
国
家
機
能

を
、
完
全
な
私
権
の
司
法
的
保
護
加
包
n
z
E
n
F
2
P
E
R
へ
棲
小
化
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
、
ゲ
ル
マ
ン
的
国
家
観
念
に
内
在
し
、
ド
イ
ツ
自

然
法
論
の
中
で
決
し
て
消
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
、
公
的
権
利
の
法
的
保
護

F
n
F
B
R
E
R
の
諸
要
素
を
、
近
代
的
な
形
で
広
げ
て
い
く
こ

民
の
権
利
保
護
と
政
治
権
力
(
主
権
)

と
を
要
請
す
る

(開

σg円
四
・
)
。

そ
し
て
、
こ
の
任
務
は
、

一
七
九
0
年
代
に
最
高
潮
と
な
っ
た
後
に
衰
退
し
た
、
自
然
法
学
派
に
代
わ
り
、
歴
史
法
学
派
に
引
き
継
が
れ



た
と
い
う
(
同
〉
一
凶
コ
)
。
こ
こ
で
、
ギ
l
ル
ケ
の
「
現
代
」
(
同
時
代
)
理
解
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
現
代
」
に
お
い
て
自
然
法

と
実
定
法
の
区
別
は
解
消
し
、
法
と
は
「
こ
う
あ
る
べ
き
だ

2
g
g
回目
5
8
=」
と
い
う
共
通
の
意
思
考
三
目
な
の
で
は
な
く
、
「
こ
う
で
あ

る

m
g
a
E」
と
い
う
共
通
の
確
信
。
m
g
B
E
C
Z
R
g
m
g
m
で
あ
り
、
そ
の
中
に
意
思
を
規
制
す
る
外
的
規
範
を
含
ん
で
い
る

(
』
〉
一
己
∞
。

回
目
。
)
の
で
あ
っ
て
、
自
然
法
と
実
定
法
を
高
次
の
統
合
に
お
い
て
融
合
し
て
い
る
と
い
う
(
』
〉
一
ピ
ゴ
。
そ
し
て
、
法
と
国
家
と
は
ど
ち

ら
が
先
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
同
じ
起
源
を
持
ち
、
人
間
の
観
念
と
不
可
分
の
共
同
生
活
。

S
E
E
m
Zコ
の
潜
在
力
と
し
て
、
互
い
に
手

を
取
り
合
っ
て
発
展
す
る

(
』
〉
一
己
∞
a

凶
目
。
)
。
法
は
国
家
に
よ
る
強
制
の
裏
づ
け
を
待
っ
て
完
成
さ
れ
る
が
、
強
制
の
裏
づ
け
が
な
く
て
も

法
は
法
で
あ
り
、
共
通
の
意
思
が
そ
の
法
に
従
う
と
決
め
る
こ
と

iv 

(
立
法
)
は
、
法
創
造
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
法
の
確
認
に
す
ぎ
な

(gga・
)
。
ま
た
、
国
家
は
単
に
法
の
た
め
に
だ
け
存
在
す
る
法
的
制
度
で
は
な
く
、
高
権
に
よ
る
法
の
完
成
は
国
家
独
自
の
目
的
で

も
あ
り
、
法
は
そ
の
た
め
の
国
家
の
手
段
だ
が
、
そ
れ
に
尽
き
る
わ
け
で
も
な
い
(
開

σgp)。
つ
ま
り
国
家
は
、
そ
の
自
由
を
法
に
よ
っ

(
初
)

て
制
限
さ
れ
て
い
る
と
し
て
法
の
枠
内
に
置
か
れ
る
一
方
で
、
法
も
国
家
の
枠
内
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る

(開

σg♀・
)

0

第二帝政創立期ドイツの政治思想 (2) 

の
ど
ち
ら
が
優
位
す
る
か
と
い
う
従
来
の
自
然
法
論
の
枠
組
み
で
は
矛
盾
す

る
こ
と
に
な
る
が
、
ギ
l
ル
ケ
は
前
述
の
権
力
分
立
論
を
通
し
た
、
自
然
法
論
と
立
憲
主
義
の
結
合
に
よ
り
、
そ
の
矛
盾
は
克
服
可
能
と
考

こ
の
主
張
は
、
法
と
国
家
(
あ
る
い
は
自
然
法
と
実
定
法
)

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
統
治
者
の
権
力
は
、
自
然
法
に
よ
る
制
約
を
受
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
実
定
法
上
も
制
約
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
と
同
時
に
、

ル
ソ
l
に
お
い
て
は
全
能
と
さ
れ
た
人
民
主
権
も
、
法
に
よ
っ
て
割
り
当
て
ら
れ
た
権
限
内
で
の
み
「
全
能
」
で
あ

る
こ
と
と
な
り
、
人
民
主
権
の
暴
走
も
制
御
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
有
機
的
思
考
の
た
め
の
哲
学
的
基
盤
」
(
』
〉
凶
コ
)
は

「
今
日
ま
だ
固
ま
っ
て
い
な
い
」

(ggp)
と
さ
れ
、
主
権
の
形
式
的
全
能
性
の
教
説
が
法
と
ぶ
つ
か
り
、
実
質
的
法
と
形
式
的
法
が
衝

(
』
〉
尚
一
。
)
以
上
、
歴
史
法
学
派
は
自
然
法
と
の
対
話
を
や
め
で
は
な
ら
な
い

突
す
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い

(
』
〉
一
一
三
寸
)
と
さ
れ
る
。

な
ん
と
な
れ
ば
、
抽
象
的
自
然
法
の
み
の
強
調
は
国
家
観
念
の
破
壊
(
国
家
は
不
可
侵
の
個
人
の
権
利
を
守
る
制
度
へ
縮
小
)
を
意
味
し
、

北法56(4・69)1621 



説

古
い
実
定
法
に
戻
り
自
然
法
を
拒
否
す
る
こ
と
は
正
義
の
観
念
の
破
壊
(
絶
対
主
義
国
家
の
独
走
)
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る

(開

σoロ
&
・
)
。

日命

五

ギ
l
ル
ケ
の
自
然
法
論
評
価

さ
て
、
以
上
の
叙
述
か
ら
、
ギ

i
ル
ケ
が
、

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
ド
イ
ツ
自
然
法
論
を
か
な
り
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
ギ
|
ル
ケ
の
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
解
釈
、
自
然
法
論
解
釈
が
ど
こ
ま
で
妥
当
な
も
の
な
の

か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

本
章
で
見
て
き
た
よ
う
な
、

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
「
ド
イ
ツ
」
自
然
法
論
を
あ
ま
ね
く
肯
定
す
る
ギ

l
ル
ケ
の
議
論
は
、
度
々

触
れ
て
き
た
よ
う
な
、
「
ゲ
ル
マ
ン
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」

の
影
響
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
歴
史
研
究
と
し
て
そ
の
ま
ま
受
け
入

れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
前
述
の
通
り
、
ヴ
イ
ン
タ
ー
ス
は
、

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
を
社
会
契
約
論
の
祖
と
す
る
ギ

l
ル

ケ
の
解
釈
に
対
し
、
ラ
テ
ン
語
の
原
テ
キ
ス
ト
は
、

d
Rぢ
虫
℃
呂
田
国

og}
円脚色。
z
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
明
示
ま
た
は
暗
黙
の
契
約
に
よ
っ
て
」

(
幻
)

で
は
な
く
、
「
明
示
の
合
意
ま
た
は
暗
黙
の
一
致
」
と
訳
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
と
し
て
、
ギ

i
ル
ケ
の
解
釈
を
批
判
す
る
。
つ
ま
り
、
ア

ル
ト
ジ
ウ
ス
に
と
り
、
人
間
と
は
、
主
権
者
た
る
神
の
予
定
に
よ
り
、
「
暗
黙
の
一
致
」
に
至
る
共
同
体
的
存
在
で
あ
り
、
個
体
と
し
て
の

(n) 

個
人
と
い
う
あ
り
方
は
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
想
定
外
で
あ
り
、
さ
ら
に
厳
格
な
カ
ル
パ
ン
主
義
者
で
あ
る
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
人
間
の
自
由
意

(幻

)

(

M

)

思
な
ど
は
認
め
て
い
な
い
か
ら
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
政
治
理
論
は
、
お
よ
そ
社
会
契
約
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
ア

ル
ト
ジ
ウ
ス
解
釈
の
是
非
を
論
じ
る
こ
と
は
、
本
稿
の
目
的
を
逸
脱
す
る
が
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
が
カ
ル
パ
ン
主
義
者
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る

(
お
)

と
、
ヴ
イ
ン
タ
ー
ス
の
解
釈
に
は
一
応
の
説
得
力
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
ギ
l
ル
ケ
は
、
神
的
な
因
果
関
係
を
排
除
し
、
国
家
は
自
由
な
契

(
同
〉
一

EES)
と
し
て
、
徹
底
的
に
近
代
的
に
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
を
解
釈
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ギ

i
ル
ケ
の
読
み
込
み
で

約
の
所
産
で
あ
る

北法56(4・70)1622



あ
る
と
す
る
ヴ
イ
ン
タ
ー
ス
の
批
判
は
、
そ
の
限
り
で
当
を
得
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
、
ギ

l
ル
ケ
の
強
い
主
張
の
現
れ
を
意
味
し
、
ギ
l
ル
ケ
政
治
共
同
体
論
の
独
創
性
を
意
味
し
て
い

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
政
治
理
論
を
、
半
ば
強
引
に
社
会
契
約

る
と
も
言
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
次
章
で
も
取
り
上
げ
る
よ
う
に
、
ギ
l
ル
ケ
は
、

論
の
先
駆
と
解
釈
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
通
常
、
中
間
団
体
の
排
除
を
帰
結
す
る
、
自
由
な
社
会
契
約
に
よ
り
国
家
を
演
鐸
し
つ
つ
も
、
自

由
な
結
社
論
の
援
用
に
よ
り
、
中
間
団
体
の
足
場
を
同
時
に
確
保
し
、
個
人
と
中
間
団
体
と
国
家
の
す
べ
て
を
調
和
的
に
組
み
込
ん
だ
政
治

共
同
体
の
演
揮
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
、
理
論
構
成
を
「
発
見
」
し
た
の
で
あ
る
。
序
論
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
本
稿
の
第
一
の
目
的
は
、
現

在
の
歴
史
研
究
の
水
準
か
ら
ギ

l
ル
ケ
の
歴
史
研
究
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
暴
露
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
」
、
「
時
代

拘
束
性
」

の
も
と
で
、
ギ

l
ル
ケ
自
身
が
ど
の
よ
う
に
歴
史
を
解
釈
し
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
自
ら
の
理
論
を
組
み
立
て
た
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ギ

l
ル
ケ
の
歴
史
解
釈
の
妥
当
性
如
何
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
の
論
議
は
控
え
た
い
。

そ
こ
で
次
に
、
ギ
l
ル
ケ
の
自
然
法
論
へ
の
評
価
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
自
然
法
論
は
、

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
が
、
神
権

第二帝政創立期ドイツの政治思想 (2) 

政
治
観
念
の
中
で
専
制
の
道
具
と
な
っ
て
い
た
国
家
契
約
論
を
、
結
合
契
約
。

gm=目
n
y
墨
田
正
号
お
と
統
治
契
約

Z
2∞
n
E
宮〈

2
5加
に
分

け
て
説
明
し
、
理
論
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
高
め
た
(
』
〉
一
足
)
と
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
政
治
理
論
の
世
俗
化
、
合
理
化
の
手
段
と
し
て

評
価
さ
れ
る
。
ギ
ー
ル
ケ
は
、
基
本
的
に
聖
的
な
も
の
に
説
明
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
は
前
述
の
よ
う
な
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の

徹
底
的
に
近
代
的
な
解
釈
に
も
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て
例
え
ば
、
ギ
l
ル
ケ
と
同
様
に
、
支
配
者
と
臣
民
双
方
へ
の
法
的
義
務
を
説
く
カ

l

(

お

)

(

幻

)

ル
・
ア
ド
ル
フ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
(
内
包
〉
号
-
『

ω
n
Z
2舎
)
や
フ
リ
ッ
ツ
・
ケ
ル
ン
(
司
吉
田
ハ
2
ロ
)
が
、
そ
の
説
明
に
神
法
を
持
ち
出
す
こ

と
と
比
べ
る
と
、
こ
の
点
は
よ
り
い
っ
そ
う
顕
著
な
特
徴
と
な
る
。

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
が
、
ボ
ダ
ン
の
支
配
者
の
冨

a
g吾
を
人
民
の
冨

a
g
S
に
置
き
換
え
て
人
民

主
権
論
を
理
論
的
に
体
系
化
さ
せ
(
』
〉

L
S
)
、
契
約
論
と
主
権
論
を
結
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
民
主
権
の
絶
対
的
不
可
譲
性
を
認

ギ
l
ル
ケ
の
自
然
法
論
評
価
の
第
二
は
、

北法56(4・71)1623 
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め
た
(
主
一

-aム
さ
)
と
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
然
法
論
が
、
国
家
に
対
し
、
個
人
の
不
可
侵
の
法
領
域
を
確
立
し
た
点
で
評
価

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
団
体

B
Eお
さ

n
z
g
o
m
S
S
M
-
$
2
の
基
礎
を
「
明
示
ま
た
は
暗
黙
の
合
意
」
と

し
て
の
結
合
契
約
〈

2
5明
弘
常
〈
町
円
Z
E
n
に
お
き
(
』
〉
一
事
'
5
0
)
、
家
族
、
結
社
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
国
家
の
形
成
に
際
し
、
社
会
化
本
能

に
よ
る
影
響
を
受
け
つ
つ
も
自
由
に
結
ぼ
れ
た
契
約
の
存
在
を
想
定
し
、
個
々
人
の
法
領
域
と
共
同
体
。
2
5
5∞
n
E
E
の
法
領
域
の
、
よ

(
お
)

り
明
確
な
区
別
に
成
功
し
た
と
い
う
の
で
あ
る

日命

(ggp)。
こ
う
し
て
、
封
建
的
中
間
団
体
の
特
権
が
排
除
さ
れ
る
と
と
も
に
、
国
家
に

対
す
る
個
人
の
不
可
侵
な
法
領
域
が
確
立
さ
れ
、
そ
れ
を
保
護
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』

第
一
巻
、
第
二
巻
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
、
国
制
史
区
分
第
四
期
の
絶
対
主
義
が
果
た
し
た
役
割
の
評
価
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
そ
の
行
き
過
ぎ
は
、
個
々
人
へ
の
ア
ト
ム
化
と
団
体
人
格
の
破
壊
(
単
な
る
個
人
の
集
合
と
し
て
の
団
体
)
に
つ
な
が
る
以
上
、
避
け

る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。

そ
の
第
三
は
、

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
が
、
下
か
ら
上
へ
の
連
邦
主
義
理
論
を
体
系
化
さ
せ
た
と
評
価
さ
れ
た
(
』
〉
一

ω
お
心
主
)
ょ
、
つ
に
、
自

然
法
論
が
自
由
な
結
社
原
理
を
発
明
し
た
点
で
評
価
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
ゲ
ル
マ
ン
的
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
原
理
が
保
持
さ
れ
、
共

同
体
の
基
礎
づ
け
に
社
会
契
約
を
援
用
し
な
が
ら
も
、
中
間
団
体
の
足
場
を
確
保
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
自
由
な
結
社
原

理
こ
そ
が
、
前
章
で
問
題
と
な
っ
た
「
新
た
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
原
理
」

の
具
体
的
内
容
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
譲
渡
で
き
な
い

個
人
の
自
由
権
の
も
と
で
自
由
な
結
社
権
を
取
り
込
み
、
そ
の
貫
徹
を
は
か
り
」

(
z
u
h
s、
「
国
家
を
演
緯
し
た
社
会
契
約
の
助
け
に

よ
っ
て
、
廃
嘘
か
ら
新
た
な
形
態
で
の
団
体
構
築
宮
号
。
『
包
2
2
〉
z
g
g
を
復
活
さ
せ
た
」

(ggp)
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
前
述
の
通
り
、

こ
の
自
由
な
結
社
も
、
個
々
人
の
総
計
を
越
え
た
団
体
人
格
と
い
う
観
念
に
は
至
ら
な
い
の
で
、
そ
の
限
界
を
さ
ら
に
超
え
る
こ
と
が
要
請

さ
れ
る
。

そ
の
第
四
は
、
絶
対
主
義
が
隆
盛
す
る
下
で
、
国
家
を
縛
る
法
と
い
う
観
念
を
保
持
し
た
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
前
述
の
通
り
、

北法56(4・72)1624 

ア
ル



ト
ジ
ウ
ス
以
降
の
自
然
法
論
の
展
開
過
程
に
お
い
て
、
国
家
機
能
を
自
然
権
の
法
的
保
護
に
縮
小
し
て
し
ま
っ
た
点
と
、
国
家
へ
の
拘
束
力

を
自
然
法
上
の
契
約
で
基
礎
づ
け
た
た
め
に
、
「
公
共
の
福
祉
」
を
大
義
名
分
と
し
た
国
家
高
権
へ
の
対
抗
力
が
不
十
分
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
点
に
つ
い
て
は
批
判
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
立
憲
主
義
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
効
力
を
高
め
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
単
に
白

然
法
を
強
め
る
だ
け
で
は
、
国
家
は
個
人
の
人
格
権
と
財
産
権
を
保
護
す
る
た
め
の
制
度
に
縮
小
さ
れ
、
そ
の
力
を
失
っ
て
し
ま
う
と
し
、

自
然
法
と
実
定
法
を
高
次
で
融
合
し
た
新
た
な
法
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
新
た
な
法
」

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
次
章

で
論
じ
る
。

こ
う
し
て
ギ
l
ル
ケ
は
、
以
上
の
四
点
に
お
い
て
、
自
然
法
論
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
た
が
、
す
で
に
「
新
た
な
法
」

の
要
請
に
お
い

て
自
然
法
と
実
定
法
の
止
揚
が
要
請
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
暗
示
さ
れ
る
と
お
り
、
ギ
l
ル
ケ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
論
は
、
こ
れ
ら
の
自

然
法
論
の
成
果
を
取
り
入
れ
た
上
で
、
そ
の
限
界
を
止
揚
す
る
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
ド
イ
ツ
自
然
法
論
へ
の
積
極
的
評
価

が
、
ギ
l
ル
ケ
自
身
の
団
体
理
論
、
国
家
論
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
止
揚
さ
れ
、
綜
合
さ
れ
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
が
次
章
の
課
題
で
あ

第二帝政創立期ドイツの政治思想 (2) 

る

第
三
章

ギ
l
ル
ケ
国
家
論
の
完
成

前
章
に
お
い
て
、
ギ

l
ル
ケ
の
政
治
思
想
史
理
解
に
つ
き
少
し
詳
し
く
跡
づ
け
た
が
、
そ
こ
か
ら
ギ
1
ル
ケ
国
家
論
の
深
化
を
見
て
取
る

こ
と
が
出
来
る
。
ギ
l
ル
ケ
に
と
り
、
政
治
理
論
上
の
「
現
代
」
的
課
題
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
支
配
者
人
格
と
人
民
人
格
を
含
ん
だ
、
単

な
る
伺
々
人
の
総
計
で
は
な
い
団
体
人
格
と
し
て
の
国
家
概
念
の
確
立
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
「
ド
イ
ツ
団
体
法
論
」
第
一
巻
、
第
二
巻
に

の
獲
得
と
い
う
目
標
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
獲
得
の
た
め
の
手
段
と
し
て
、
こ

お
い
て
出
さ
れ
た
、
「
真
の
国
家
概
念
」

jヒj去56(4・73)1625



説

こ
で
出
さ
れ
た
処
方
筆
は
、
こ
の
国
家
を
、
社
会
契
約
(
結
合
契
約
)
に
よ
り
演
持
さ
れ
る
、
諸
種
の
中
間
団
体
の
積
み
上
げ
に
よ
っ
て
構

北法56(4・74)1626 

成
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
社
会
構
成
は
、
中
世
に
お
い
て
は
、
上
か
ら
下
へ
向
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ギ
i
ル
ケ

~b. 
H岡

は
下
か
ら
上
へ
積
み
上
げ
る
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
構
成
を
評
価
し
、
そ
の
発
展
形
で
あ
る
自
由
な
結
社
の
積
み
上
げ
と
い
う
構
成
を
大
き
く
評

価
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
説
明
は
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
、
第
二
巻
に
お
い
て
は
、
未
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
と
さ
れ
、

明
確
な
定
義
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
新
た
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
原
理
」
、
す
な
わ
ち
「
現
代
結
社
原
理
」

の
理
論
的
定
式
化

で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。

た
だ
し
前
章
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
こ
の
自
由
な
結
社
論
も
、
支
配
者
人
格
と
人
民
人
格
を
組
み
込
ん
だ
、
真
の
団
体
人
格
概
念
の
確
立

に
は
失
敗
し
て
い
る
た
め
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
二
巻
で
提
示
さ
れ
た
、
「
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
要
素
と
ア
ン
シ
ユ
タ
ル
ト
的
要
素

の
主
観
的
な
個
別
行
為
を
、
全
体
の
意
思
行
為
と
一
致
さ
せ
、
客
観
的
規
範
に
合
致
さ
せ
る
よ
う
な
憲
法
に
よ
り
、
両
要
素
を
有
機
的
に
結

合
さ
せ
る
」
と
い
う
要
請
に
は
応
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
ギ
l
ル
ケ
は
、
さ
ら
な
る
工
夫
と
し
て
、
自
然
法
と
実
定
法

を
高
次
に
お
い
て
統
一
し
た
「
新
た
な
法
」
の
構
築
を
要
請
し
た
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
権
力
分
立
論
を
通
し
て
、
自
然
法
論
と
立
憲
主

義
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
主
権
の
全
能
性
の
主
張
と
主
権
へ
の
法
的
制
限
の
主
張
と
を
両
立
さ
せ
、
も
っ
て
法
と
国
家
が
相
互
に
子

を
取
り
合
っ
て
発
展
す
る
有
機
的
立
憲
国
家
の
完
成
が
目
指
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
ギ
l
ル
ケ
の
政
治
共
同
体
像
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
、
ま
ず
ギ

i
ル
ケ
の
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
社
会
契
約
説
(
二
段
階
契
約
説
)
理
解
を
跡
づ
け
、
「
新
た
な
法
」
構
築
の
要
請
に
至
る

論
理
構
成
を
追
う
。
そ
し
て
次
に
、
そ
の
「
新
た
な
法
」
に
よ
る
、
部
分
の
全
体
へ
の
統
合
(
真
の
団
体
人
格
の
確
立
)
が
、
如
何
に
し
て

可
能
と
な
る
の
か
と
い
う
問
題
を
解
く
た
め
に
、
ギ
i
ル
ケ
の
代
表
制
論
を
跡
づ
け
る
。
そ
の
上
で
、
ギ
l
ル
ケ
に
よ
る
政
治
共
同
体
演
緯

の
理
論
構
成
を
究
明
し
、
ギ
l
ル
ケ
の
国
家
論
が
、
論
理
的
に
首
尾
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
、

一
応
の
完
成
を
見
た
こ
と
を
示
し
た
い
。



ギ
l
ル
ケ
の
二
段
階
契
約
説
理
解

前
章
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
以
前
の
中
世
に
お
い
て
、
社
会
契
約
説
は
そ
の
根
本
原
理
が

形
成
さ
れ
て
い
た
(
主
一

313)
。
つ
ま
り
政
治
社
会
を
、
神
の
創
造
行
為
に
基
礎
づ
け
た
り
、
自
然
に
植
え
付
け
ら
れ
た
共
同
化
の
種
が

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
構
成
に
基
礎
づ
け
た
り
す
る
理
論
に
対
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
影
響

有
機
的
に
成
長
し
た
も
の
と
し
て
把
握
す
る
、

が
大
き
か
っ
た
ア
ク
イ
ナ
ス
に
さ
え
も
、
国
家
を
、
人
聞
が
直
接
の
利
害
や
必
要
に
迫
ら
れ
、
自
由
で
合
理
的
な
合
意
を
結
び
設
立
し
た
も

の
と

L
て
と
ら
え
る
思
考
が
、
す
で
に
み
ら
れ
る
と
い
う
(
】
〉
一
宰
・
ま
)
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
法
理
論
的
に
整
理
さ
れ
た
議
論
で
は
な
く
、

個
々
人
に
よ
る
双
務
契
約
と
共
同
体
の
単
独
行
為
が
混
同
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た

(ggp)。
そ
の
一
方
で
、
独

第二帝政創立期ドイツの政治思想 (2) 

自
に
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
自
然
法
学
派
は
、
社
会
契
約
説
を
好
意
的
に
受
容
し
、
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
も
社
会
契
約
説
を
支
持
し
た
が
、
こ
れ
ら

も
支
配
者
と
人
民
と
の
双
務
契
約
関
係
を
弁
証
し
た
い
と
い
う
実
践
的
目
的
の
た
め
の
も
の
で
し
か
な
く
、
理
論
的
な
貢
献
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
と
い
う
(
同
〉
一
嘉

13)。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
社
会
契
約
説
を
確
立
し
た
の
が
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
で
あ
っ
た

(】〉一。
2
0
0
1

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
団
体

B
2
2
E
n
y目的。
S
E
E
m
-
u
g
の
基
礎
を
、
「
明
一
不
ま
た
は
暗
黙
の
合
意
」

と
し
て
の
結
合
契
約
〈
2
5
m
号
『
〈

q
gロ
色
白
に
お
き
、
家
族
、
結
社
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
国
家
の
形
成
に
際
し
、
社
会
化
本
能
に
よ
る
影
響

を
受
け
つ
つ
も
自
由
に
結
ぼ
れ
た
契
約
の
存
在
を
想
定
す
る

(ggp)。
こ
の
契
約
的
結
合

5
2
5惣
B
U
Z明
〈
2
加問自己口出

n
z
n
E加
の
援

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
個
々
人
の
法
領
域
と
共
同
社
会
。

mggznF与
の
法
領
域
の
よ
り
明
確
な
区
別
、
よ
り
狭
陸
な
団
体
と

北法56(4・75)1627

用
に
よ
り
、

よ
り
大
き
な
団
体
の
区
別
に
成
功
し
た
と
さ
れ
、
純
粋
に
社
会
契
約
か
ら
、
個
々
の
構
成
員
を
越
え
た
政
治
的
高
権
回

ga--nzg

目。

zazanZ
を
伴
、
っ
、
人
民
総
体
〈
。

-rmossssを
構
築
し
、
し
か
る
後
に
は
じ
め
て
、
人
民
総
体
と
そ
の
管
理
者
(
支
配
者
人
格
)

と
の
契
約
関
係
が
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
開

Z
E
)。
つ
ま
り
、
人
民
が
、
「
明
示
ま
た
は
暗
黙
の
合
意
」
と
し
て
の
結
合
契
約
に
よ
り
、



説

人
民
人
格
を
つ
く
り
出
し
、
さ
ら
に
そ
の
人
民
人
絡
が
、
支
配
者
人
格
と
の
統
治
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
民
人
格
と
支
配
者
人
格

北法56(4・76)1628

三?b.
両岡

を
含
ん
だ
有
機
的
共
同
体
が
演
揮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
国
家
高
権
を
は
じ
め
と
し
た
あ
ら
ゆ
る
共
同
社
会
の
権
利
は
、
個
々
人

の
生
得
の
権
利
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
国
家
の
権
限
を
、
直
接
諸
個
人
か
ら
引
き
出
す
の
で
は
な
く
、

両
者
を
媒
介
す
る
諸
種
の
中
間
項
N
三
宮
2
2
m
r号
円
を
通
す
こ
と
に
よ
り
、
社
会
契
約
説
の
個
人
主
義
的
色
彩
を
緩
和
し
た
と
さ
れ
る

(
E
S
P
-
そ
し
て
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
個
人
主
義
的
色
彩
の
緩
和
は
、

一
八
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
ネ
ツ
テ
ル
プ
ラ
ッ
ト

を
は
じ
め
と
し
た
、
自
由
な
結
社
論
に
結
実
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

(
お
)

も
ち
ろ
ん
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
ギ

l
ル
ケ
の
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
解
釈
は
、
歴
史
研
究
と
し
て
は
直
ち
に
承
認
で
き
る

も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
ギ

l
ル
ケ
の
言
う
よ
う
に
、

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
が
、
あ
ら
ゆ
る
共
同
社
会
を
個
人
の
自
発
的
同
意
に
よ
っ
て
構
成
す

る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
、
諸
種
の
中
間
集
団
を
通
し
て
国
家
を
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
論
理
必
然
性
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
む
し
ろ
、

ホ
ッ
プ
ズ
に
は
じ
ま
る
数
々
の
理
論
家
が
行
っ
た
よ
う
に
、
個
人
か
ら
直
接
国
家
を
演
縛
す
る
と
い
う
構
成
に
つ
な
げ
る

方
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
点
に
つ
き
ギ
l
ル
ケ
は
、

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
が
、
国
家
の
契
約
違
反
へ
の
対
抗
手
段
と

し
て
中
間
団
体
を
擁
護
す
る
実
践
的
必
要
に
迫
ら
れ
、
そ
こ
で
、
国
家
演
鐸
に
利
用
し
た
社
会
契
約
観
念
を
、
中
間
団
体
の
演
鐸
に
も
同
様

(
初
)

に
適
用
し
、
理
論
化
し
た
と
説
明
し
て
お
り
(
】
〉
ら
お
'
区
ム
)
、
論
理
上
、
無
理
の
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
対

し
て
、
か
な
り
強
引
で
あ
る
と
い
う
批
判
(
ヴ
イ
ン
タ
ー
ス
)
が
出
る
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。
ヴ
イ
ン
タ
ー
ス
の
言

(
幻
)

う
ほ
ど
、
カ
ル
パ
ン
主
義
神
学
と
の
関
係
を
強
調
で
き
る
か
ど
う
か
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
政
治
理
論
は
、
ギ

l
ル
ケ

の
言
う
よ
う
に
徹
底
的
に
近
代
的
か
つ
個
人
主
義
的
な
議
論
で
あ
っ
た
と
解
す
る
よ
り
は
、
当
時
の
伝
統
的
、
身
分
制
的
秩
序
を
、
か
な
り

の
程
度
前
提
し
た
議
論
で
あ
る
と
解
し
た
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ギ

l
ル
ケ
は
あ
く
ま
で
も
社
会
契
約
説
の
始
祖
と
し
て
、
近
代

的
に
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
を
解
釈
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
先
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
ギ

l
ル
ケ
に
対
す
る
、
「
ゲ
ル
マ
ン
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」



の
強
い
影
響
の
現
れ
で
あ
る
と
同
時
に
、
ギ
l
ル
ケ
自
身
の
強
い
主
張
の
現
れ
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

ギ
l
ル
ケ
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
解
釈
を
通
じ
て
、
自
由
な
結
社
原
理
を
援
用
し
、
個
人
の
不
可
侵
の
法
領
域
と
中
間
団
体
の

自
立
的
法
領
域
を
、
同
時
に
国
家
の
中
に
確
保
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
前
章
で
指
摘
し
た
と
お
り
、
こ
の

保
障
を
自
然
法
上
の
契
約
に
基
礎
づ
け
る
だ
け
で
は
、
支
配
者
が
「
公
共
の
安
寧
」
を
論
拠
に
、
契
約
を
破
り
暴
走
す
る
時
に
は
、
対
抗
力

た
り
得
ず
、
ま
た
国
家
の
機
能
も
、
自
然
権
の
保
護
に
縮
小
し
て
し
ま
う
と
し
て
、
自
然
法
と
実
定
法
を
止
揚
し
た
「
新
た
な
法
」
が
要
請

つ
ま
り
、
権
力
分
立
論
を
通
し
て
、
自
然
法
論
と
立
憲
主
義
を
結
び
つ
け
、
主
権
の
全
能
性
の
主
張
と
主
権
へ
の
法

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

的
制
限
の
主
張
と
を
両
立
さ
せ
、
も
っ
て
法
と
国
家
が
相
互
に
手
を
取
り
合
っ
て
発
展
す
る
有
機
的
立
憲
国
家
の
完
成
が
目
指
さ
れ
た
わ
け

で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
権
力
分
立
の
要
請
と
、
部
分
を
全
体
に
統
一
し
た
「
真
の
団
体
人
格
」
確
立

の
要
請
と
が
、
如
何
に
し
て
両
立
可
能
と
な
る
の
か
と
い
う
聞
い
で
あ
る
。

一
見
す
る
と
、
こ
の
二
つ
の
要
請
は
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
え
る
。

ギ
l
ル
ケ
は
こ
の
点
に
関
し
て
、
次
節
で
見
る
よ
う
な
代
表
概
念
の
再
構
築
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
要
請
が
両
立
可
能
と
な
る
と
考
え
て
お

第二帝政創立期ドイツの政治思想 (2) 

り
、
そ
こ
で
ヒ
ン
ト
を
提
供
し
て
い
る
の
も
、

や
は
り
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
政
治
理
論
で
あ
っ
た
。

ギ
l
ル
ケ
の
代
表
制
論

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
中
世
に
お
け
る
国
家
や
教
会
の
意
思
決
定
は
、
多
数
決
原
理
に
よ
る
代
表
観
念
に
よ
り
、
形
成
さ
れ
る
と
考
え
ら

れ
て
お
り
、
共
同
体
の
代
表
で
あ
る
支
配
者
に
対
抗
す
る
場
合
は
、
や
は
り
共
同
体
の
代
表
で
あ
る
議
会
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た

(
』
〉
一

ω
=
N
己
)
0

直
接
民
主
政
は
、
実
際
上
不
可
能
で
あ
り
、
不
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
支
配
者
も
し
く
は
、
多
数
決
原
理

に
よ
る
代
表
者
集
会
(
公
会
議
、
身
分
制
議
会
、
選
定
候
会
議
な
ど
)

の
行
為
が
、
全
員
の
行
為
で
あ
る
と
す
る
完
全
代
理
(
委
任
)
σ〉
観

~t. i去56(4 ・77) 1629 



説

念
が
支
配
的
で
あ
っ
た
と
い
う

(ggp)0
そ
こ
で
は
、
全
員
の
共
同
体
が
、
支
配
者
と
代
表
者
た
ち
の
上
位
に
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ

れ
つ
つ
も
、
そ
の
共
同
体
は
、
委
任
に
よ
り
、
完
全
に
各
「
代
表
」
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
分
裂
を
回
避
で
き
な
い
と
い
う
(
』
〉
一

:;:-~誌
面岡

M
-
N
'
N
E
)

。
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
も
、
民
主
的
基
礎
を
持
ち
な
が
ら
も
、
代
表
制
論
に
お
い
て
は
、
身
分
制
議
会
を
無
批
判
に
採
用
し
、
貴
族
政

的
特
徴
が
顕
著
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
(
』
〉
一
巳
φ
N
コ)。

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
代
表
制
観
念
を
体
系
的
に
洗
練
し
た
の
が
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
で
あ
っ
た

(』〉一
M

コ
N
H

∞)
0

つ
ま
り
、
人
民
代
表
を
、
支
配
者
(
行
政
官
)
か
ら
分
離
す
る
が
、
両
者
と
も
が
人
民
主
権
権
力
の
担
い
手
で
あ
る
と
し
て
共
同
体
の
分
裂

を
回
避
し
、
支
配
者
が
委
任
さ
れ
た
義
務
を
果
た
さ
な
い
場
合
は
、
そ
の
権
力
は
無
効
に
な
る
と
し
て
、
人
民
の
主
権
性
を
も
確
保
す
る
の

(
開

Z
E・
)
。
さ
ら
に
、
人
民
代
表
の
担
い
手
と
し
て
、
基
本
的
に
は
身
分
制
議
会
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
も
、
代
表
機
構
が
な
い
場

で
あ
る

合
は
直
接
の
人
民
集
会
が
そ
の
機
能
を
果
た
す
と
し
て
お
り
、

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
貴
族
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
だ
け
で
は
な
く
、
農
民
身
分

の
権
利
も
認
め
て
い
た
と
い
う
宙

Z
E・
)
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
代
表
理
論
は
、
絶
対
主
義
の
勝
利
と
と
も
に
そ
の
発
展
が
休
止
し
、

ホ
ッ
プ
ズ
流
の
一
段
階
契
約
説
に
よ
る
支
配
者
人
格
の
全
面
化
に
よ
り
、
人
民
の
代
表
の
余
地
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
っ
た

(同〉

N
-

。目

そ
れ
は
全
権
委
任
に
基
づ
く
「
代
理
」
と
し
て
の
議
会

N
N
O
)
。
前
述
の
通
り
、
人
民
代
表
の
原
理
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
の
み
残
存
し
た
が
、

制
的
代
表
概
念
に
過
ぎ
ず
、
団
体
人
格
の
分
裂
は
克
服
さ
れ
な
い
ま
ま
だ
っ
た
の
で
あ
る

(』〉一
M
M
O
心
ピ
)
。

ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
大
陸
に
お
け
る
代
表
観
念
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
り
復
活
さ
れ
(
』
〉
-
N
ピ
l
N
N
N
)
、
そ
の
厳
密
な
権
力
分
立

論
に
よ
っ
て
、
人
民
を
代
表
す
る
立
法
府
が
、
行
政
府
か
ら
鋭
く
分
離
さ
れ
た
点
は
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
る
が
、
代
表
の
法
的
本
質
に
つ

い
て
は
、
依
然
と
し
て
「
代
理
」
と
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
団
体
自
体
の
行
為
と
い
う
法
構
成
に
は
成
功
し
な
か
っ
た

(ggp)0

前
述
の
通
り
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
り
復
活
さ
れ
た
、
こ
の
代
表
観
念
は
、
旧
来
の
人
民
主
権
論
を
、
立
憲
主
義
教
説
へ
と
移
す
主
要

ル
ソ

l
は
、
急
進
的
人
民
主
権
論
を
と
な
え
、
人
民
集
会
の
代
表
者
集
会
へ
の
吸
収
に
反
対
し
、
代
表
観

手
段
と
な
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、

北法56(4・78)1630



(ロ)

念
を
圧
殺
し
た
(
』
〉
一

M
N
M
)

が
、
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
最
終
的
に
勝
利
し
た
の
は
、
人
民
を
代
表
す
る
立
法
府
を
行
政
府
か
ら
区
別
す

る
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
立
憲
的
国
家
理
論
で
あ
る
(
』
〉
一
M
M凶
'
M
M
品
)
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
一
八
世
紀
中
葉
以
降
、
代
表
制
観
念
が
受
容

さ
れ
、
実
定
法
に
基
づ
く
領
邦
諸
身
分
の
代
表
と
い
う
思
考
が
新
た
に
復
活
さ
れ
、
そ
の
基
礎
の
上
に
一
九
世
紀
立
憲
理
論
が
成
立
す
る
の

で
あ
る

(開

σ
g仏・)。

た
だ
し
、
人
民
代
表
の
法
的
本
質
理
解
に
お
い
て
、
自
然
法
国
家
理
論
の
集
団
的
全
権
委
任
に
も
と
づ
く
代
表
観
念
を
と
る
か
ぎ
り
、
国

家
人
格
の
分
裂
は
回
避
で
き
な
い
と
さ
れ
、
「
現
代
」
に
お
い
て
真
の
団
体
人
格
『

g
庁
。

n
g
B
E℃
句
研

CZnzzp
概
念
の
確
立
が
急
務
で
あ

る
と
さ
れ
る

(

E

M

M

十
M
M
M
)
。
そ
れ
は
、
「
全
権
委
任
の
概
念
」
を
、
あ
る
特
別
な
国
家
的
機
能
へ
の
「
任
命
の
概
念
」
に
お
き
か
え
る

つ
ま
り
、
あ
る
人
格
を
別
の
人
格
が
代
表
す
る
と
い
う
形
で
、
全
体
仏
国
間
。
自
民
(
単
数
形
)
を
全
体

こ
と
で
あ
る
と
い
う
宙

Z
E
-
-

金
問
。
B
8
2
(複
数
形
)
が
代
表
す
る
「
代
理

ω
E
τ
2
5
2
D
m
概
念
」
に
換
え
て
、
合
憲
的

5
5
E言
明
明
言
広
間
印
有
に
任
命
さ
れ
た
構
成
員

Q
F
E官同日
g
が
、
全
体
人
格
。
四
回
目
ヨ
皇
官

a
g
を
代
表
す
る
と
い
う
形
で
、
全
体
色
回
目
。

B
N刊
を
部
分
叶
2
一
が
代
表
す
る
「
機
関

第二帝政創立期ドイツの政治思想、 (2) 

。吋加担

g
n
g
m
概
念
」
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る

(開

Z
E
-
-
と
い
う
の
も
、
あ
る
団
体
構
成
員
ヤ
機
関
が
、
「
完
全
代
理

(
委
任
)
」
観
念
に
よ
り
、
全
体
岳
山

。
g
N刊
を
完
全
に
代
表
で
き
る
と
い
う
考
え
方
で
は
、
た
と
え
ば
君
主
と
人
民
集
会
の
ど
ち
ら
が
よ

り
完
全
に
代
表
し
て
い
る
か
と
い
う
論
争
を
容
易
に
招
来
し
、
団
体
人
格
の
分
裂
を
帰
結
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
、
根
本
法
〈
町
三
曲
目
印

E
m
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
範
囲
内
に
お
い
て
、
部
分
の
行
為
は
、
全
体

a
g
o
g
N
n
の
行
為
と
な
る
と
い
う
機
関

概
念
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
が
代
表
し
て
い
る
の
は
そ
の
権
限
内
に
お
い
て
だ
け
で
あ
り
、
例
え
ば
立
法
部
、
司
法
部
、
行
政
部
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
権
限
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
が
全
体
仏
訟
の

E
討
を
代
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
団
体
人
格
は
分
裂
を
免
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

機
関
概
念
の
導
入
に
よ
り
、
権
力
分
立
論
を
採
用
し
つ
つ
も
、
分
裂
を
免
れ
た
有
機
的
団
体
人
格
の
演
樺
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、
ギ
ー

北法56(4・79)1631

ル
ケ
の
要
請
す
る
、
全
体
と
構
成
部
分
が
有
機
的
に
結
合
し
た
「
真
の
国
家
概
念
」
が
、
は
じ
め
て
定
立
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
ギ
l
ル



説

ケ
が
「
有
機
的
」
と
言
う
と
き
、
以
上
の
よ
う
な
部
分
と
全
体
の
関
係
を
念
頭
に
置
い
て
お
り
、
ギ
l
ル
ケ
の
「
有
機
体
説
」
は
、

(
お
)

(〉

E
B
Z
E
R
)
流
の
国
家
有
機
体
説
と
は
明
確
に
一
線
を
画
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
の

い
わ
ゆ

る
ア
ダ
ム
・
ミ
ユ
ラ
l

論

ギ
l
ル
ケ
の
政
治
共
同
体
像

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
ギ
i
ル
ケ
の
評
価
す
る
団
体
と
は
、
中
世
的
な
封
建
団
体
で
は
な
く
、
社
会
契
約
を
援
用
し
た
自
由
な
結
社

原
理
に
よ
っ
て
新
た
に
構
成
さ
れ
た
団
体
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
個
人
の
人
格
権
と
財
産
権
は
特
権
と
し
て
で
は
な
く
、
普
遍
的
人
権
と
し
て

保
護
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
ラ
l
パ
ン
ト
の
国
法
学
」
(
広
)
に
お
い
て
、
公
民
権
回

S
S
E
G
2
f
z
o
p
S
R
と
個
人
権

HEESE-BnF円。

の
原
理
的
区
別
が
要
請
さ
れ
、
個
々
の
公
民
は
、
基
本
権
。

g
E円。
n
Z
の
名
の
も
と
に
、
国
家
の
構
成
員
。

zaと
し
て
で
な
く
、
自
由
な

個
人
と
し
て
の
憲
法
的
権
利

g広
島
田
富
ロ
明
日
ヨ
位
邑
明
白
円
〉
口
哲
三
与
を
受
け
取
る
と
さ
れ
て
い
る

(
戸
∞
一
=
凶
M
a
-
-
凶
凶
)
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
る
。
「
人
聞
は
公
民
に
埋
没
す
る
の
で
は
な
く
、
国
家
団
体

ω
S
5
5『

Z
E
は
人
格
の
一
部
を
吸
収
す
る
に
す
ぎ
ず
、
最
高
次
の
普
遍
性

に
お
い
て
、
個
人
の
自
由
と
い
う
不
可
侵
の
領
域
が
あ
る
」
(
「
∞
一
=
凶
凶
)
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ギ
l
ル
ケ
は
、
自
然
法
論
に

(
但
)

お
い
て
主
張
さ
れ
て
き
た
基
本
的
人
権
の
保
障
を
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
を
、
社
会
契
約
説
の
始
祖

と
し
て
、
徹
底
的
に
近
代
的
に
解
釈
し
よ
う
と
し
た
、
ギ
l
ル
ケ
の
態
度
に
も
表
れ
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
、
先
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

そ
し
て
、
結
合
契
約
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
団
体
は
、
そ
れ
を
管
理
、
運
営
す
る
支
配
者
人
格
と
統
治
契
約
を
結
び
、
結
合
す
る
。
し
か
し
、

契
約
だ
け
で
は
そ
の
拘
束
力
が
十
分
で
は
な
く
、
公
共
の
安
寧
の
主
張
に
よ
っ
て
容
易
に
覆
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
自
然
法
と
実
定
法
を
高

次
に
お
い
て
綜
合
し
た
「
新
た
な
法
」
に
よ
り
、
支
配
者
人
格
を
実
定
的
に
も
制
約
し
、
支
配
者
に
対
し
、
限
定
し
た
役
割
を
果
た
す
た
め

の
権
限
を
与
え
る
と
同
時
に
、
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
は
全
能
の
権
力
を
与
え
、
自
然
法
国
家
理
論
の
よ
う
に
、
国
家
の
役
割
を
、
た
だ
個

北法56(4・80)1632 



人
の
不
可
侵
の
権
利
を
守
る
と
い
う
だ
け
の
制
度
に
縮
小
さ
せ
る
こ
と
を
防
ぐ
。
し
か
も
、
人
民
人
格
の
絶
対
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
ル
ソ
ー

の
よ
う
な
「
絶
対
主
義
」
に
行
き
着
く
と
考
え
る
ギ
l
ル
ケ
は
、
権
力
分
立
論
の
も
と
で
、
人
民
人
格
の
全
能
的
主
権
性
は
立
法
府
に
お
い

て
の
み
認
め
ら
れ
、
根
本
法
〈
2
p
a
g
m
に
よ
り
、
そ
の
役
割
を
割
り
当
て
ら
れ
た
機
関
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
そ
の
権
能
を
制

約
す
る
。
た
し
か
に
、
支
配
者
人
格
が
暴
走
し
、
契
約
に
違
反
し
た
り
、
根
本
法
を
侵
犯
す
る
場
合
は
、
人
民
全
体
と
し
て
積
極
的
に
抵
抗

(

お

)

(

お

)

で
き
、
根
本
法
(
形
式
的
な
憲
法
)
を
越
え
る
こ
と
も
で
き
る
(
日
立
憲
的
革
命
権
)
が
、
個
々
人
と
し
て
は
根
本
法
を
は
じ
め
と
す
る
実

第二帝政創立期ドイツの政治思想 (2) 

定
法
の
拘
束
下
に
あ
る
と
し
、
支
配
者
が
契
約
に
違
反
し
、
あ
る
い
は
、
根
本
法
を
侵
犯
し
た
場
合
に
は
、
自
己
保
存
に
関
わ
ら
な
い
限
り

受
動
的
抵
抗
権
を
持
つ
の
み
で
あ
る
と
す
る
。
支
配
者
(
統
治
者
)
の
契
約
違
反
、
根
本
法
侵
犯
に
対
し
て
は
、
役
人
や
諸
身
分
、
特
定
の

都
市
や
州
と
い
っ
た
機
関
や
中
間
団
体
に
の
み
、
立
憲
的
な
積
極
的
抵
抗
権
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
権
力
分
立
論
の
下
、
司
法

部
は
行
政
部
、
立
法
部
の
両
者
か
ら
独
立
し
、
根
本
法
に
強
制
力
が
伴
わ
な
い
(
行
政
部
が
支
持
し
な
い
)
場
合
に
は
、
そ
れ
を
判
決
に
よ
っ

て
保
護
す
る
(
切
〉

LN)。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
に
、
根
本
法
に
よ
り
、
諸
種
の
中
間
団
体
や
構
成
員
に
様
々
な
権
限
を
付
与
す
る
と
い
う

権
力
分
立
論
を
探
用
し
な
が
ら
も
、
誰
が
共
同
体
を
代
表
し
て
い
る
か
で
争
い
と
な
り
、
団
体
人
格
の
分
裂
を
招
来
す
る
、
八
王
権
委
任
代
表

観
念
に
換
え
、
部
分
が
そ
の
割
り
当
て
ら
れ
た
資
格
の
範
囲
内
で
行
為
す
る
こ
と
は
、
全
体
が
行
為
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
、
機
関
観
念

を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
団
体
人
格
の
分
裂
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
ギ
l
ル
ケ
は
、
自
然
法
論
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
団
体
人
格
の
分
裂
を
招
来
し
て
し
ま
う
と
し
て
、
権
力

分
立
論
を
通
し
た
立
憲
主
義
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
欠
点
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ギ
l
ル
ケ
は
、
社
会
契
約
(
結

合
契
約
)
に
よ
っ
て
国
家
を
演
繕
し
、
個
人
の
不
可
侵
の
法
領
域
を
確
保
し
な
が
ら
も
、
自
由
な
結
社
原
理
を
使
っ
て
中
間
団
体
の
法
領
域

も
同
時
に
確
保
し
、
さ
ら
に
自
然
法
と
実
定
法
の
止
揚
と
し
て
の
「
新
た
な
法
」
(
根
本
法
)
の
構
築
に
よ
り
、
統
治
者
(
君
主
)
を
は
じ
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め
と
す
る
各
機
関
へ
の
実
効
的
拘
束
力
を
保
つ
と
同
時
に
、
与
え
ら
れ
た
権
限
内
に
お
け
る
機
闘
機
能
の
全
能
性
を
保
ち
、
さ
ら
に
、
与
え
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ら
れ
た
権
限
内
に
お
い
て
、
部
分
が
全
体
を
代
表
す
る
と
い
う
機
関
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
家
全
体
の
統
一
性
(
真
の
団
体
人

格
性
)
を
も
同
時
に
確
保
す
る
、
と
い
う
形
で
「
有
機
的
」
な
立
憲
国
家
の
完
成
を
意
図
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
、

:::b. 
白岡

第
一
章
で
「
新
た
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
原
理
」
に
よ
る
「
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
要
素
と
ア
ン
シ
ユ
タ
ル
ト
的
要
素
の
綜
合
」
と
言

わ
れ
て
い
た
こ
と
の
具
体
的
中
身
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
ギ
l
ル
ケ
の
論
理
構
成
は
、

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
に
そ
の
萌
芽
が
あ
る
と
い
う
ギ
l
ル

ケ
の
半
ば
強
引
な
ド
イ
ツ
自
然
法
論
解
釈
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
自
然
法
論
と
の
対
質
を
跡
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、

「
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
対
置
・
折
衷
」
と
い
う
、
ギ
l
ル
ケ
の
「
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
説
」
に
、

よ
り
高
い
論
理

的
首
尾
一
貫
性
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

四

ギ
l
ル
ケ
国
家
論
の
完
成

本
稿
第
一
部
に
お
い
て
は
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
一
巻
、
第
二
巻
と
、
「
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
三
巻
を
中
心

シ」
1
レ
れ
~
、

テ
ク
ス
ト
の
内
在
的
理
解
か
ら
、
ギ
l
ル
ケ
の
政
治
理
論
の
発
展
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
お
よ
び
『
ド
イ

ツ
団
体
法
論
』
第
三
巻
に
お
い
て
、
ギ
l
ル
ケ
の
国
家
論
が
二
応
の
完
成
を
み
た
こ
と
を
解
明
し
た
。
こ
こ
で
明
ら
か
と
な
っ
た
ギ
l
ル
ケ

の
政
治
共
同
体
像
は
、
社
会
契
約
(
結
合
契
約
)
を
用
い
て
、
間
人
の
不
可
侵
の
権
利
領
域
を
確
保
す
る
形
で
国
家
を
演
鐸
し
な
が
ら
も
、

自
由
な
結
社
の
積
み
上
げ
と
い
う
論
理
構
成
に
よ
り
、
中
間
団
体
を
も
存
続
さ
せ
る
と
い
う
点
で
、
自
然
法
論
を
積
極
的
に
評
価
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
自
由
な
結
社
原
理
が
、
第
一
章
で
問
題
と
な
っ
た
「
新
た
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
原
理
」

の
内
容
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
ギ
l
ル
ケ
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
国
家
の
統
一
性
の
分
裂
を
招
来
し
て
し
ま
う
と
考
え
、
第
二
章
第
四
項
お
よ
び
本

章
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
権
力
分
立
論
を
通
じ
て
自
然
法
論
と
立
憲
主
義
を
結
び
つ
け
、
「
自
然
法
と
実
定
法
を
止
揚
し
た
新
た
な
法
観
念
」
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を
構
築
し
、
さ
ら
に
全
権
委
任
代
表
観
念
に
代
え
て
、
機
関
観
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
分
裂
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
関
係
と
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
関
係
を
共
に
含
み
、
「
部
分
」
を
「
全
体
」
に
統
合
し
た
「
真
の

た
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、

国
家
概
念
」

の
定
立
、
こ
れ
こ
そ
が
ギ
l
ル
ケ
政
治
理
論
の
眼
目
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
ギ
l
ル
ケ
は
、

ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
を
中
心
と
す
る
ド

イ
ツ
自
然
法
論
を
巧
妙
に
利
用
し
、
自
然
法
論
の
積
極
的
評
価
と
そ
の
止
揚
と
い
う
論
理
構
成
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
原
理

と
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
原
理
を
、
論
理
的
な
首
尾
一
貫
性
を
損
な
わ
な
い
形
で
統
合
す
る
こ
と
に
、
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
単
に
中
世
政
治
社
会
に
逆
戻
り
し
よ
う
と
し
た
「
時
代
遅
れ
の
思
想
家
」
(
ベ
ッ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
)

で
あ

る
と
か
、
小
生
産
者
の
国
家
的
保
護
を
究
極
の
目
的
と
し
て
独
占
資
本
の
要
請
に
応
じ
た
「
中
途
半
端
な
国
民
主
権
論
者
」
(
村
上
)
で
あ

る
と
か
、
労
働
者
保
護
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
理
想
」
を
も
ち
な
が
ら
も
、
全
階
層
を
国
家
的
に
保
護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
革
命
を
防
ぎ
、
帝

第二帝政創立期ドイツの政治思想 (2) 

政
の
擁
護
に
全
力
を
注
い
だ
「
社
会
保
守
的
」
な
思
想
家
(
西
村
)
で
あ
る
と
い
っ
た
、
ギ
l
ル
ケ
の
保
守
性
を
指
摘
し
、
「
中
途
半
端
さ
」

や
「
矛
盾
」
を
強
調
す
る
従
来
の
ギ
l
ル
ケ
像
に
つ
い
て
は
、
今
一
度
再
検
討
す
る
必
要
が
出
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
ギ
l
ル
ケ
自

身
、
例
え
ば
、
無
制
限
な
契
約
の
自
由
を
調
う
経
済
的
自
由
主
義
に
対
し
、
そ
れ
は
経
済
的
強
者
に
よ
る
経
済
的
弱
者
か
ら
の
搾
取
の
手
段

(
∞
〉
一
回
心
。
)
と
し
て
非
難
し
つ
つ
も
、
革
命
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
社
会
主
義
に
対
し
て
は
、
私
法
の
国
家
化
で
あ
り
、
隷
属

で
あ
る

と
野
蛮
を
意
味
す
る
と
し
て
、
距
離
を
と
っ
て
お
り

(ω
〉
一
ニ
E
-
N
)

、
ギ
l
ル
ケ
が
個
人
に
よ
る
草
命
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
も
、
す
で
に

(
幻
)

見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
ギ
l
ル
ケ
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
面
。
∞
)
第
一
草
案
に
対
し
て
厳
し
い
批
判
を
行
い
な
が
ら
も
、
一
九

(
認
)

0
0
年
に
ド
イ
ツ
民
法
典
が
発
効
す
る
と
そ
の
擁
護
に
ま
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
態
度
に
、
立
て
ら
れ
た
権
威
に
対
し
て
は
服
従
す
る
と
い
う
、

(
お
)

ギ
l
ル
ケ
た
ち
ド
イ
ツ
教
養
市
民
層
に
共
通
す
る
保
守
性
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
、
第
一
章
で
見
た
よ
う
な
、
ギ
l
ル
ケ
の
五
期

北j去56(4・83)1635

に
わ
た
る
国
制
史
区
分
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
第
二
帝
政
を
、
完
成
し
た
自
由
主
義
的
君
主
政
立
憲
国
家
と
し
て
支
持
し
て
い
た
こ
と

も
明
ら
か
で
あ
る
。
け
だ
し
、

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
折
衷
と
い
う
議
論
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
中
立
的
で
穏
健
な



説

思
想
は
、
現
実
政
治
に
お
い
て
は
多
か
れ
少
な
か
れ
「
体
制
擁
護
」
の
機
能
を
果
た
す
の
で
あ
り
、
シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
に
よ
る
次
の
よ
う
な
指

(ω) 
摘
は
や
は
り
正
当
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ギ

l
ル
ケ
の
議
論
は
、
国
民

Z
邑
O
D

に
ま
と
め
ら
れ
た
市
民
社
会

E
a
m『

-E5

。go--2ED
を、

論

支
配
主
体
と
し
て
安
定
さ
せ
つ
つ
、
同
時
に
柔
軟
性
を
も
保
つ
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
、
政
治
参
加
は
与
え
ら
れ
る
べ
き
だ
が
、
徹
底
し
た
民
主

政
へ
の
移
行
か
ら
国
家
は
守
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
と
い
っ
た
、
当
時
の
法
学
の
問
題
状
況
を
如
実
に
反
映
し
た
も
の
で

あ
っ
た
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
に
よ
れ
ば
、
ギ

i
ル
ケ
の
社
会
法
∞
O
N
E
B
n
Z
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
当
時
に
お
い
て
緩
衝
器

(
引
)

の
役
割
を
果
た
し
、
国
家
の
負
担
を
減
ら
し
市
民
参
加
を
促
す
と
い
う
形
で
、
有
機
的
な
統
一
体
の
調
整
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
ワ
イ
マ

l
ル
共
和
政
に
至
る
「
過
渡
期
」
の
思
想
家
と
い
う
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
承
認
で
き
る
も
の
で
あ

る
が
、
問
題
は
、
以
上
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
る
ギ
|
ル
ケ
の
保
守
性
が
、
ギ

l
ル
ケ
政
治
「
理
論
」
の
「
中
途
半
端
さ
」
や
「
矛
盾
」
を
志

味
す
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ギ

l
ル
ケ
の
性
格
付
け
の
典
型
は
、
前
述
の
通
り
カ

l
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
る
立
憲
君
主
政
の
位
置
づ
け
は
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
ギ

l
ル
ケ
解
釈
に
相
当
程
度
の

(
位
)

影
響
力
を
及
ぼ
し
て
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
な
概
念
は
論
争
的
で
あ
り
、
そ
の
敵
と
な
る
概
念
を

踏
ま
え
て
い
な
い
概
念
は
無
内
容
で
あ
る
と
指
摘
し
、
ド
イ
ツ
立
憲
君
主
政
の
憲
法
は
、
そ
の
核
心
に
お
い
て
妥
協
に
基
づ
い
た
無
内
容
な

(
ね
)

も
の
で
あ
る
と
断
定
す
る
。
つ
ま
り
、
本
来
的
に
対
立
す
る
問
題
で
あ
る
、
君
主
主
権
か
人
民
主
権
か
と
い
う
憲
法
制
定
権
力
に
関
す
る
間

題
を
未
解
決
の
ま
ま
に
し
、
両
者
を
包
括
す
る
上
位
の
第
三
者
と
し
て
の
国
家
自
体
に
主
権
が
あ
る
と
し
て
、
二
者
択
一
の
決
断
を
回
避
し

(

付

)

(

川

町

)

て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
い
み
じ
く
も
ギ

l
ル
ケ
の
「
国
家
主
権
」
論
を
正
し
く
言
い
当
て
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
問
題
は
そ
れ
が
「
回
避
」
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
本
稿
で
見
て
き
た
と
お
り
、
ギ
l
ル
ケ
が
、

ル
ソ

l
主
義
の
危
険
を
認
識

し
、
ど
の
よ
う
な
部
分
で
あ
れ
絶
対
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
結
局
絶
対
主
義
に
行
き
着
く
と
主
張
し
、
そ
の
克
服
と
し
て
立
憲
主
義
を
唱
え

て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
理
論
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
ギ

l
ル
ケ
の
政
治
共
同
体
論
は
、
人
民
主
権
に
ま
で
宝
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ら
な
い
中
途
半
端
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、

ル
ソ

l
的
な
意
味
で
の
人
民
主
権
論
を
越
え
る
可
能
性
を
持
っ
た
議
論
で
あ
っ
た
と

言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
君
主
主
権
か
人
民
主
権
か
の
決
定
を
妥
協
で
回
避
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
本
稿
で
見
て
き

た
よ
う
に
、
君
、
玉
、
王
権
(
支
配
者
主
権
)
か
人
民
主
権
(
国
民
主
権
)
か
と
い
う
二
者
択
一
を
迫
る
問
題
構
成
そ
の
も
の
を
、
理
論
的
な
「
敵
」

と
し
て
認
識
し
、
そ
れ
に
代
わ
る
政
治
共
同
体
像
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
た
し
か
に
、

ル
ソ

l
的
な
人
民
主

権
論
で
近
代
を
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
中
間
団
体
の
残
存
し
た
ギ
l
ル
ケ
の
社
会
構
成
は
、
完
成
す
べ
き
人
民
主
権
論
や
国
民
主
権
論
へ
の
過

渡
期
と
し
て
の
中
途
半
端
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
ギ
i
ル
ケ
の
議
論
を
妥
協
と
断
じ
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、
ブ

(
必
)

ル
ジ
ョ
ア
ジ
l
の
中
間
的
立
場
を
守
る
道
具
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
議
会
制
(
代
表
制
)
を
拒
否
し
、
ル
ソ
!
の
人
民
主
権
論
を
徹
底
さ
せ
る

(
幻
)

形
で
、
公
然
と
集
ま
っ
た
人
民
の
拍
手
喝
采
〉
r
r
g
B
邑

g
の
中
に
人
民
の
意
思
の
現
れ
を
見
い
出
し
、
結
局
ナ
チ
ス
政
権
へ
の
道
を
掃
き

清
め
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
よ
う
に
、
ギ
l
ル
ケ
の
政
治
理
論
を
「
妥
協
」
と
か
「
中
途
半
端
」

で
切
っ
て
捨
て
去
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、
ど
の
よ
う
な
部
分
で
あ
れ
、
絶
対
的
全
能
性
を
認
め
る
こ
と
は
絶
対
主
義
を
帰
結

第二帝政創立期ドイツの政治思想 (2) 

す
る
と
い
う
ギ
l
ル
ケ
の
主
張
は
、
今
日
改
め
て
積
極
的
に
評
価
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ギ
l
ル
ケ
が
、
そ
の
危
険
性
を
何
と
か
回
避
し

ル
ソ
l
型
人
民
主
権
論
へ
の
展
開
を
自
覚
的
に
拒
否
し
、
論
理
的
首
尾
一
貫
性
を
保
っ
た
形
で
「
中
途
半
端
」
た
ら
ん
と
し

て
結
果
的
に
不
徹
底
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
、
単
に
帝
政
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
「
中
途
半
端
」
な
理
論

(
必
)

と
い
う
だ
け
に
は
終
わ
ら
な
い
積
懐
的
な
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

ょ
う
と
し
て
、

た
だ
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
や
は
り
ギ
l
ル
ケ
国
家
論
の
最
終
的
な
拠
り
所
で
あ
る
「
新
た
な
法
」
あ
る
い
は
「
根
本
法
」
の

具
体
的
内
容
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
触
れ
た
通
り
、
ギ
l
ル
ケ
が
「
現
代
」
に
お
い
て
要
請
す
る
「
法
」
と
は
、
有
機
的
共
同
意
識

2
個
目
包
括
宮
田

で
あ
り
、
直
接
慣
例

d
g認
を
通
じ
て
は
っ
き
り
現
わ
れ
る
か
、
し
か
る
べ
き
社
会
機
関

E
E

。25
5
σ
m
g
Z
2
8
5
の
現
れ
(
』
〉
・
己
吋
)

宮
言
明
2
2
0
0
5
2口出
n
y
B
P
S
布
告
を
通
じ
て
宣
言
さ
れ
る
、
人
聞
社
会
の
確
信

C
Z「
N
g
m
z認
で
あ
っ
た

(
』
〉
一
己
⑤
)
。

つ
ま
り
、
ギ
l
ル
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説

ケ
は
、
法
を
「
ー
で
あ
る
べ
き
」
と
い
う
も
の
と
し
て
捉
え
る
と
、
そ
れ
が
誰
の
命
令
な
の
か
と
い
う
問
題
を
引
き
起
こ
し
、
主
権
の
所
在

~~，ð. 
a冊

を
め
ぐ
り
団
体
は
分
裂
し
て
し
ま
う
が
、
法
を
「
ー
で
あ
る
」
と
い
う
共
通
の
意
識
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
全
体
の
統
一
性
を
確

保
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
民
の
法
意
識
(
共
通
の
確
信
)
と
し
て
、
「
根
本
法
」
は
、
「
全
体
そ
れ
自
体
と
そ
の
構
成
員
、

最
高
の
全
体
と
あ
ら
ゆ
る
狭
隆
な
範
囲
の
団
体
〈
刊
号
自
己
、
共
同
体
。
2
5吉
田
町

E
D
と
個
人
、
こ
れ
ら
相
互
の
関
係
を
定
立
す
る
」
(
∞
〉

-
M
)

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
不
透
明
で
あ
る
。
ま
た
、
ギ
l
ル
ケ
が
こ
こ
で
い
う
「
最
高
の
全
体
」
と
は
、
「
国
家
」

を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
思
わ
れ
、
国
家
は
諸
種
の
中
間
団
体
同
士
、
お
よ
び
諸
種
の
中
間
団
体
と
個
人
の
関
係
に
つ
い
て
調
整
す
る
機
姥

を
期
待
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
他
の
団
体
に
優
位
す
る
特
別
の
機
能
(
排
他
的
主
権
)
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
排
他
的
主
権

の
内
容
に
つ
い
て
も
や
は
り
不
透
明
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ギ
l
ル
ケ
の
議
論
の
「
分
か
り
に
く
さ
」
は
、
法
を
歴
史
的
産
物
で
あ
る
と
す
る
ギ
l
ル
ケ
の
立
場
の
不
可
避
の
帰
結
で
あ

る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
法
の
形
成
は
、

一
方
で
内
在
す
る
一
定
の
法
則
に
従
う

(
Z
U
一
V
S
と
し
な
が
ら
も
、
も
う
一
方
で
、
法
形
成
は
、

言
語
や
宗
教
な
ど
の
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
存
在
物
の
形
成
を
通
し
て
規
定
さ
れ
、
法
は
不
可
避
的
に
時
間
の
中
で
変
化
し
、
空
間
の
中

で
多
様
化
す
る

(ggp)
と
考
え
る
、
ギ
l
ル
ケ
の
思
考
様
式
の
下
で
は
、
具
体
的
法
内
容
に
つ
い
て
の
普
遍
的
な
定
義
は
も
と
よ
り
不

可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
根
本
法
」
の
具
体
的
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ギ
l
ル
ケ
国
家
論
の
論
理
構
成
を

分
析
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
ギ
l
ル
ケ
が
、
同
時
代
の
政
治
体
制
を
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
評
価
し
、
そ
の
評
価
が
、
同
時
代

に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
き
、
ギ
l
ル
ケ
と
同
時
代
知
識
人
と
の
対
質
を
、
当
時
の
文
脈
の
中
で
跡
づ
け

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
確
か
に
『
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
論
』
に
お
い
て
、
ギ
l
ル
ケ
の
国
家
論
の
理
論
化
は
、
と
り
あ
え

ず
の
完
成
を
見
た
と
い
え
る
が
、
こ
こ
で
は
近
代
の
自
然
法
国
家
論
の
分
析
が
主
題
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
国
家
論
が
、
同
時
代
の
ド
イ
ツ

帝
国
の
説
明
に
、
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
詳
論
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
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ギ

l
ル
ケ
が
、
自
ら
の
国
家
論
を
、
ど
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
帝
国
の
説
明
に
適
用
し
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、
同
時
代
に
お
い
て
知

(
特
)

何
な
る
意
味
を
持
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
究
明
す
る
こ
と
が
、
本
稿
第
二
部
の
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

第二帝政官IJ立期ドイツの政治思想 (2) 

(
1
)
前
述
の
通
り
、
教
会
も
徐
々
に
こ
の
よ
う
な
基
礎
付
け
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
中
世
に
お
い
て
、
教
皇
と
の
対
抗

上
、
国
家
が
、
こ
と
さ
ら
に
人
民
の
同
音
却
を
そ
の
正
当
性
の
根
拠
と
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
『
ド
イ
ツ
団
体
法
論
』
第
三
巻
明
ご

〈同

(oom凶

一

凶

a
m
w
B
M
甲
山
明
)
参
/
昭
…
。

(
2
)
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
に
よ
る
支
配
者
主
権
の
人
民
主
権
へ
の
置
き
換
え
は
、
ル
ソ

l
の
重
大
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
た
(
』
〉
・
-
∞
唱
)
と

さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
ロ
ベ
ー
ル
・
ド
ラ
テ
(
列
$
2
0
2邑
百
)
は
、
大
枠
に
お
い
て
ギ
l
ル
ケ
の
主
張
の
妥
当
性
を
承
認
し
て
い
る

(
R
-

ド
ラ
テ
、
西
嶋
法
友
訳
『
ル
ソ
!
と
そ
の
時
代
の
政
治
学
』
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
、
八
一
八
八
頁
参
照
)
が
、
ペ

l
タ
l
・
ヨ
ツ

ヘ
ン
・
ヴ
イ
ン
タ
ー
ス

(
P
E
E
n
F
g
を
5
8
3
)
は
、
人
民
主
権
論
者
と
し
て
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
を
と
ら
え
る
の
は
ギ
l
ル
ケ
の
勝
手
な
読
み
込

み
で
あ
る
と
し
て
批
判
す
る
(
ペ

l
タ
l
・
ヨ
ツ
ヘ
ン
・
ヴ
イ
ン
タ
ー
ス
「
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ア
ル
ト
ゥ
ジ
ウ
ス
」
、
ミ
ヒ
ヤ
エ
ル
・
シ
ュ
ト
ラ
イ

ス
編
、
佐
々
木
有
司
・
柳
原
正
治
訳
『
一
七
・
一
八
世
紀
の
国
家
思
想
家
た
ち
』
、
木
鐸
社
、
一
九
九
五
年
、
四
一
四
四
頁
)
。
こ
の
点
に
つ

い
て
詳
し
く
は
、
本
章
第
五
項
を
参
照
。

(
3
)
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
ス
ア
レ
ス
と
そ
れ
に
依
拠
し
た
フ

l
ゴ
l
・
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
(
出
話
。
。

8
E目
)
が
、
こ
の
弱
点
に
応
答
す
る
た
め
に
、

奴
隷
制
に
お
け
る
自
己
服
従
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
こ
と
は
、
全
く
貧
弱
な
当
座
し
の
ぎ
に
過
ぎ
な
い
(
』
〉

--3)
。

(4)
詳
し
く
は
、
本
章
第
四
項
を
参
照
の
こ
と
。

(5)
こ
の
時
期
、
人
民
主
権
論
は
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン

(
E
Z
ζ
2
8ロ
)
、
ア
ル
ジ
ャ
ノ
ン
・
シ
ド
ニ
ー
(
と
沼

E
S
2
E
a
)
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク

(』
o
z
r
c
n
r刊
)
な
ど
、
そ
の
本
場
を
イ
ギ
リ
ス
に
移
す
と
さ
れ
る
(
』
〉
，

-s-2)
が
、
こ
れ
ら
の
論
者
に
対
す
る
ギ
l
ル
ケ
の
評
価
は
必
ず

し
も
高
く
な
い
。
と
い
う
の
も
ギ
l
ル
ケ
は
、
こ
れ
ら
の
理
論
が
真
の
団
体
人
格
の
確
立
に
失
敗
し
た
と
考
え
る
(
』
〉
一

M
O
O
-
M
2
)

か
ら
で
あ

る。

(6)
内『・

4
t
o
g
g
z
o
z
σ
o
p
N
同
ミ
ミ

E
2・
a-R己

S
刀
、
『
E
n
F

【

U
E
M
V
コ
ι加
刊
己
匂
-
-
3
2
・門
U
Z
-
少
《
U
Z
M
M

(7)
な
お
、
こ
の
時
期
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
(
の

E
包
さ
を
。
一
弓
)
以
来
の
自
然
法
国
家
論
が
、
支
配
者
主
権
の

北j去56(4・87)1639



説コ'b.
民間

原
理
に
、
人
民
主
権
の
原
理
を
何
重
に
も
混
入
す
る
と
と
も
に
、
弾
・
刀
的
な
主
権
概
念
に
よ
り
、
権
力
の
分
割
や
混
合
的
な
主
体
を
伴
、
つ
任
意

の
国
制
を
、
国
家
契
約
か
ら
形
成
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
方
向
で
、
譲
歩
を
重
ね
て
い
た
と
さ
れ
る
(
』
〉
斗
ヨ
ム
∞
∞
)
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
本
章
第
三
項
で
再
び
触
れ
る
。

(
8
)
詳
し
く
は
、
本
章
第
四
項
を
参
照
。

(
9
)
も
っ
と
も
、
ル
ソ

i
自
身
は
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
と
同
様
に
結
合
契
約
に
よ
っ
て
構
成
員
を
越
え
た
力
を
も
っ
社
会
体
を
生
み
出
そ
う
と
し
、

国
家
人
格
性
の
貫
徹
を
試
み
た
と
さ
れ
る
(
』
〉
一
包
凶
)
。
し
か
し
、
個
々
人
の
総
計
と
い
う
以
外
の
人
格
概
念
を
持
た
な
か
っ
た
た
め
、
結
局

国
家
人
格
概
念
に
到
達
す
る
こ
と
に
失
敗
し
た

(
g
g
p
)
の
で
あ
る
。

(
叩
)
も
っ
と
も
ギ

l
ル
ケ
は
、
一
六
世
紀
の
法
学
が
、
中
世
の
団
体
理
論
を
継
承
し
、
官
憲
国
家
に
よ
り
脅
か
さ
れ
て
い
た
ゲ
マ
イ
ン
デ
や
団
体

開
。
『
旬
。

E
Eロ
の
公
法
上
の
権
利
を
、
守
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
認
め
て
い
る
(
』
〉
一
出
唱
)
0

し
か
し
、
共
同
体
と
し
て
の
団
体
解
釈
の
残
津

は
、
全
体
と
し
て
は
、
ロ

l
マ
法
の
擬
制
人
格
説
の
援
用
に
よ
り
、
す
べ
て
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
団
体
の
法
主
体
性
は
、
公

法
や
「
公
共
の
福
祉
」
の
概
念
に
よ
り
、
容
易
に
改
変
さ
れ
る
よ
う
な
、
私
法
上
の
財
産
権
や
特
権
に
縮
小
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る

(』〉一一
N

凶唱
B
M
K
H
C
)
0

(
日
)
ギ
l
ル
ケ
は
、
こ
こ
で
い
う
「
排
他
的
主
権

g
a
n
E
g
M
E
n
Z
E
5
2
E
E」
の
機
能
や
、
そ
の
主
権
に
か
か
っ
て
い
る
制
約
(
下
位
の
団
体

が
も
っ
特
別
の
権
利
)
の
内
容
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
詳
述
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
内
容
に
関
し
、
ギ
l
ル
ケ
の
主
張
は
必
ず
し
も
明
確
で

は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ギ

l
ル
ケ
の
法
観
念
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
一
義
的
な
定
義
が
難
し
い
こ
と
と
関
連
す
る
。
詳
し
く
は
、
第
一
部
第

三
章
で
再
び
触
れ
る
。

(
ロ
)
ギ

l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
構
成
は
、
宮
古

E
ミ
に
結
合
さ
れ
た
全
体
と
い
う
意
味
で
は
純
中
世
的
観
念
と
同
じ
で
あ
る
が
、
中
世

の
有
機
的
構
成
が
、
基
本
的
に
上
か
ら
下
へ
向
か
う
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
構
成
は
、
社
会
契
約
に
よ
っ
て
下
か
ら
卜

へ
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
点
で
大
き
な
特
徴
を
持
つ
と
さ
れ
る
(
』
〉
・

M
M
a
)
0

し
た
が
っ
て
、
ギ
l
ル
ケ
は
、
相
当
程
度
、
近
代

的
に
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
を
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
単
に
中
世
を
賞
揚
し
た
思
想
家
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
尚
、
ギ
l
ル
ケ

の
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
解
釈
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
本
章
第
五
項
を
参
照
の
こ
と
。

(
日
)
詳
し
く
は
、
第
一
部
第
三
章
を
参
照
。

(
U
)
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
ギ
l
ル
ケ
が
、
「
今
日
E
E
R
」
に
お
い
て
も
こ
の
克
服
は
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
(
同
〉
・

M
M
S

こ

北法56(4・88)1640 
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と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
ギ
l
ル
ケ
が
、
第
二
帝
政
成
立
後
、
十
年
近
く
経
た
一
八
八
O
年
の
段
階
に
お
い
て
も
、
政
治
的
な
現
状
に

完
全
に
満
足
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
の
体
制
擁
護
の
思
想
家
で
は
な
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。

(
日
)
先
取
り
に
な
る
が
、
ギ
l
ル
ケ
は
、
こ
の
思
考
法
を
、
「
現
代
」
の
法
と
国
家
と
の
関
係
理
解
と
し
て
強
く
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

(
凶
)
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
構
成
は
、
本
章
第
二
項
と
第
三
項
で
述
べ
た
、
二
つ
の
近
代
像
と
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
口
)
ギ
l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
憲
法
を
自
然
法
に
基
づ
く
契
約
と
し
て
構
成
す
る
と
い
う
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
や
プ
l
フ
エ
ン

ド
ル
フ
に
も
引
き
継
が
れ
た
が
、
主
権
概
念
の
厳
密
化
に
よ
り
主
権
概
念
と
衝
突
す
る
こ
と
と
な
り
、
結
局
、
憲
法
契
約
は
、
公
共
の
安
寧
の

た
め
に
破
っ
て
も
よ
い
と
さ
れ
、
単
な
る
主
権
者
の
努
力
目
標
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た
(
』
〉
-
M
雪
』
鼠
∞
)
と
い
う
。

(
凶
)
〈
2
・内説明
Z
Z
加
を
「
憲
法
」
と
訳
す
か
「
根
本
法
」
と
訳
す
か
と
い
う
問
題
を
含
め
、
「
根
本
法
」
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
第
一
部
第
三
章
第

三
項
を
参
照
の
こ
と
。

(
山
口
)
ま
ず
、
「
主
権
者
が
、
割
り
当
て
ら
れ
た
領
域
を
越
え
る
と
、
そ
の
主
権
を
失
う
」
と
い
う
原
則
を
と
る
な
ら
ば
、
統
治
の
権
限
を
越
え
た
支

配
者
は
単
な
る
権
力
纂
奪
者
で
あ
り
、
積
極
的
抵
抗
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る

(Eu
凶
S
E邑
∞
)
。
そ
れ
に
対
し
、
「
主
権
者
は
、
形
式
的

に
全
能
で
あ
る
」
と
い
う
原
則
を
と
る
の
で
あ
れ
ば
、
高
権
の
命
令
は
実
質
的
に
不
法
で
あ
っ
て
も
、
形
式
的
に
は
効
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と

と
な
り
、
積
極
的
抵
抗
権
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る
(
』
〉
一
昌
三
。
も
っ
と
も
後
者
の
場
合
で
も
、
「
人
よ
り
は
神
に
従
え
」
と
い
う
律
法

を
破
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
不
法
な
命
令
に
対
し
て
は
、
殉
教
者
の
受
動
的
抵
抗
が
対
置
さ
れ
た

(ggp)。

(
却
)
次
章
で
詳
述
す
る
と
お
り
、
こ
の
よ
う
な
、
ギ
l
ル
ケ
の
歴
史
法
学
派
的
な
法
観
念
に
よ
り
、
主
権
の
全
能
性
と
主
権
の
制
限
を
両
立
さ
せ

る
、
理
論
的
可
能
性
が
開
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。

(
幻
)
ヴ
イ
ン
タ
ー
ス
、
前
掲
、
四
六
l
四
七
頁
参
照
。

(
泣
)
向
上
、
四
七
頁
参
照
。

(
お
)
向
上
、
四
七
四
八
頁
参
照
。

(
出
)
向
上
、
五
四
五
五
頁
参
照
。

(
お
)
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
政
治
論
と
神
学
と
の
関
係
を
強
調
す
る
解
釈
に
対
し
て
は
、
ト
マ
ス
・
オ
ッ
ト
l
・
ヒ
ュ

l
グ

リ
ン
に
よ
る
反
論
も
あ
り
な
『
・
↓

z
s
a
g
B
E
M
a一-pp与
ミ
ミ
ミ
ヨ
門
リ

S
町
内
、
号
、
、
ロ

E
芯
ミ
ロ
号
若
干
司
ミ
ミ
・
と

S
5
5
2
n
S
H
5
2
G
S
R
H

E丸
町
、
む
と
き
(
巧
包
包
o
o
-
-喝
事
)
唱
同

M

M

凶
・
)
、
必
ず
し
も
解
釈
の
一
致
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
ヒ
ュ

l
グ
リ
ン
も
、
ド
イ
ツ
版
ル

北法56(4・89)1641



説

ソ
l
の
先
駆
者
と
い
う
ギ
l
ル
ケ
の
図
式
は
行
き
す
ぎ
で
あ
る
(
え
ま
え
J

宅
コ
ム
∞
・
)
と
し
て
お
り
、
ギ
l
ル
ケ
の
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
解
釈
が
そ

の
ま
ま
承
認
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
は
、
各
論
者
と
も
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
。
な
お
、
こ
の
点
を
含
め
、
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
政

治
論
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
柴
田
寿
子
に
よ
る
鋭
い
指
摘
(
柴
田
寿
子
『
ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
思
想
』
、
未
来
社
、
二

0
0

0
年
、
一
四
O

一
五
八
頁
)
を
参
照
の
こ
と
。

(
出
)
村
上
『
ゲ
ル
マ
ン
法
史
に
お
け
る
自
由
と
誠
実
』
、
一
二
六
頁
以
下
参
照
。

(
幻
)
向
上
、
二

O
五
頁
以
下
参
照
。

(
お
)
こ
の
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
社
会
契
約
説
は
、
そ
の
後
ホ
ッ
ブ
ズ
、
プ
l
フ
エ
ン
ド
ル
フ
、
ロ
ッ
ク
、
シ
ド
ニ
ー
、
ル
ソ

l
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
カ
ン

ト
な
ど
に
、
様
々
に
引
き
継
が
れ
、
様
々
な
変
容
を
受
け
た
と
さ
れ
る
が
、
社
会
を
個
々
人
の
存
在
自
体
か
ら
引
き
出
し
、
程
度
の
差
こ
そ
あ

れ
、
個
人
の
権
利
の
不
可
譲
性
は
否
定
し
得
な
い
も
の
と
し
た
(
』
〉

L
E
'ご
凶
)
点
で
、
高
く
評
価
さ
れ
る
。

(
却
)
前
章
第
五
項
参
照
。

(
叩
)
し
か
も
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
帰
結
と
し
て
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
は
、
中
間
団
体
に
よ
る
国
家
の
実
質
的
拘
束
と
い
う
立
憲
的
議
論
の
先

駆
と
し
て
の
栄
誉
を
勝
ち
取
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
(
】
〉
ゐ
=
ふ
己
)
。

(
出
)
ヴ
イ
ン
タ
ー
ス
、
前
掲
、
四
七
|
五
O
頁
、
参
照
。

(
詑
)
ル
ソ

l
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
ら
に
よ
っ
て
復
活
さ
せ
ら
れ
た
代
表
鋭
念
が
中
世
封
建
主
義
に
根
ざ
し
た
も
の
で
、
か
つ
貴
族
政
的
な
イ
ギ

リ
ス
で
成
長
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
拒
否
し
た
(
』
〉
一
M
M
M
)

の
で
あ
る
が
、
こ
の
代
表
原
理
の
拒
否
に
よ
っ
て
ル
ソ

i
は
「
絶
対
主

義
の
忠
実
な
信
奉
者
」

(
g
n
E・
)
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
人
民
主
権
を
不
可
譲
・
不
分
離
な
も
の
と
す
る
ル
ソ

l
に
と
り
、
一
般
意
志
は
代
'
衣

さ
れ
た
り
譲
渡
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
く
、
立
法
の
予
備
協
議
の
た
め
の
代
理
人

E
g
g
F∞
邑
円
四
国
が
認
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お

い
て
、
ル
ソ

l
の
理
論
は
徹
底
し
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
る
と
さ
れ
(
同
〉
一
足
凶
)
、
直
接
民
主
政
の
理
想
の
も
と
代
表
原
理
は
圧
殺
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
の
で
あ
る
(
開

σga--
こ
こ
で
、
人
民
主
権
権
力
の
制
限
を
認
め
な
い
ル
ソ
ー
が
、
「
絶
対
主
義
の
忠
実
な
信
奉
者
」
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
ル
ソ

l
の
議
論
の
も
つ
危
険
性
、
つ
ま
り
、
自
由
へ
の
強
制
の
問
題
を
念
頭
に
置
く
と
き
、
非
常
に
示
唆
的

で
あ
る
。

(
お
)
〈
包
-
Q
R宮
-
U
S
更
な
き
号
、
ョ
S
尽
き
♀

2
5与
を
え
内
咽
印
・
己
'-a・
(
曽
田
訳
「
ギ

i
ル
ケ
・
人
間
団
体
の
本
質
」
、
二
二
七
l
二
二
九
頁
)

C

こ
こ
で
ギ

l
ル
ケ
は
、
国
家
論
お
よ
び
団
体
論
に
お
け
る
、
有
機
体
説
援
用
の
限
界
を
鋭
く
自
覚
し
て
い
る
。

きTh
白岡
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(M)
こ
こ
で
、
い
わ
ゆ
る
基
本
権
。
目
白
骨
R
Z
(公
民
権
か
ら
区
別
さ
れ
る
)
と
し
て
、
個
人
の
不
可
侵
の
自
由
権
の
し
か
る
べ
き
保
障
(
「
団
体

か
ら
自
由
な
認
可

Z
E島
巳
個
別
存
在
巴
日
開

Z
g
g
F
n
E
の
保
証
」
(
広
一
ニ
出
)
)
が
要
請
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
保
障
は
も
ち
ろ
ん
、
自
然
権

と
し
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
ギ

l
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
基
本
権
は
、
あ
る
行
為
を
行
う
権
利
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
国
家
に
お
け

る
構
成
員
資
格
百
円
加
宮
仏
国
各
島
と
共
に
、
実
定
的
権
利
(
実
定
法
)
に
潜
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
(
開

Z
E
-
-
と
い
う
の
も
、
度
々
触

れ
て
き
た
よ
う
に
、
自
然
権
と
し
て
保
障
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
そ
の
拘
束
力
が
弱
い
の
で
あ
っ
て
、
基
本
権
は
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
主
観
的
法

(
権
利
)
と
同
様
に
、
国
家
の
立
法
を
通
じ
て
「
創
造

(
H
発
見
)
し
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
歴
史
的
段
階
や
実
践
的
要
求
に
よ
っ
て

様
々
と
な
る
(
戸
山
口
=
凶
凶
=
岩
)
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
永
遠
、
普
遍
、
平
等
な
人
権
と
い
う
自
然
法
観
念
は
、
こ
の
冷
静
な
省
察
の
中
に
溶

解
す
る
」
(
戸
∞
一
ニ
岩
)
の
で
あ
り
、
「
基
本
権
は
、
実
質
的
に
は
、
そ
の
時
々
の
法
意
識
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
、
形
式
的
に
は
、
国
家
の
主
権

的
命
令
に
支
配
さ
れ
た
実
定
的
権
利
(
実
定
法
こ

(
E
m
E
)
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
実
定
法
が
存
続
す
る
限
り
、
国
家
自
身
は
、
国
家
を
法

的
に
制
限
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
法
意
識
の
内
容
と
し
て
、
こ
れ
を
承
認
す
る

B
Z
E・
)
の
で
あ
る
。

(
お
)
こ
こ
で
い
う
根
本
法
と
は
、
原
語
で
は
〈
n
R
S包
括
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
基
本
的
に
「
根
本
法
」
の
訳
を
つ
け
て
い
る
の
は
、

一
般
に
我
々
が
使
う
「
憲
法
」
が
、
基
本
的
に
実
定
法
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
に
対
し
、
ギ
l
ル
ケ
の
言
、
つ
〈
m
R
2
2
a
と
は
、
効
力
に
お
い

て
は
実
定
的
な
拘
束
力
を
も
つ
が
、
そ
の
内
容
は
人
民
の
共
通
の
法
意
識
に
よ
っ
て
、
自
然
法
と
実
定
法
を
止
揚
す
る
形
で
形
成
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
た
め
、
区
別
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
民
の
法
意
識
か
ら
ず
れ
て
し
ま
っ
た
〈
n
R
a
z
a
は
、
「
形
式
上
の

憲
法
」
に
す
ぎ
な
く
な
り
、
人
民
全
体
に
よ
っ
て
覆
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

(
泌
)
そ
の
場
合
も
、
根
本
法
(
憲
法
)
は
新
た
に
創
造
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
発
見
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
幻
)
拙
稿
「
オ
ッ
ト
l
・
フ
ォ
ン
・
ギ

l
ル
ケ
の
政
治
共
同
体
像
(
一
)
|
団
体
人
格
論
と
自
然
法
論
の
内
在
的
理
解
を
中
心
と
し
て
|
」
『
北
大

法
学
論
集
』
五
三
巻
第
五
号
、
二

O
O
三
年
、
二
三
七
八
二
三
八
O
頁
参
照
。

(
お
)
〈
包
・
開
コ
}
両
者
。
-
戸
。
、
。
hh同
河
内
町
営
ミ
S
持問、位向、

U
E宮内
E
m
z
c
S
H
h
h』川町
R
p
h
S『同唱、『
EZag--ま
凶
ψ

印斗。品問『・

(
却
)
思

ug&・

(
刊
)
〈
加
戸
田
円
。
--2F
白・白・
0
・-∞・凶
aN-

(
引
)
開

σ切
口
己
・

(
必
)
例
え
ば
、
ベ
ッ
ケ
ン
ブ
エ
ル
デ
は
、
自
ら
の
著
書
の
謝
辞
に
お
い
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
言
及
し
て
い
る
(
〈
加
一
切
符
宮
ロ
『

can-
伊・目・。・・〈。
2
0
2
・)。
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説

も
っ
と
も
ベ
ツ
ケ
ン
ブ
エ
ル
デ
自
身
は
、
ギ

l
ル
ケ
の
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
国
家
論
を
「
君
主
政
と
国
民
主
権
と
の
間
の
自
由
主
義
的
な
中

間
的
立
場
と
い
う
法
的
・
政
治
的
な
認
定
に
還
元
し
て
し
ま
う
」
の
は
誤
解
で
あ
る
と
し
て
(
〈
包
・

0
2
r
E・o-
∞・

5
乏
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
批

判
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
全
面
的
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論
に
賛
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
西
村
に
よ
れ
ば
、
ベ
ァ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
の
枠

組
み
は
、
基
本
的
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
や
ハ
ン
ス
・
ク
ル
パ
(
国
自
由
穴
2
3
)
、
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
へ

l
ン

(mmgE三
回
。
吉
)
ら
の
研
究
に
引
き
ず

ら
れ
て
い
る
と
い
う
(
西
村
、
前
掲
論
文
(
三
)
、
五
O
四
1

五
O
五
頁
、
参
照
)
。
さ
ら
に
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
が
、
細
部
に
お
い
て
修
正

を
加
え
つ
つ
も
、
ほ
ぼ
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
立
憲
君
主
政
理
解
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
回
仲

E
Gロ『
α『am・
3
0
m『
含
E
Z
n
Z
4
弓
a
q

r
o
g
E
E
5ロ
色

g
z
o口
問

nSFEE-唱・】田町吾ロロ
ι2jhcnE-
同町同室戸、
E
E
S
H
S白
雪
ロ
コ
白
・
玄
ニ

3
2・吉田日立
Hd・
-5σ
何回・切・凶

cfucゃい
cu・
を
参
照
の

こ
と
。

(
日
)
〈

m--CH-ωnzEF
民
高
。
、
ミ
sh~
惨
さ
~
町
HEHh守司旬、相当
E
h
E
S
?同
た
ど
き
て
ヨ
母
、
た
き
与
吉
川
町
E
bミ
S
F叶
E
E
a
s
-
-
3
c・
m-凶ム
c・
(
上
原
行

雄
訳
「
フ

l
ゴ
l
・
プ
ロ
イ
ス
(
一
九
三
O
年
)
」
、
長
尾
龍
一
・
樋
口
陽
一
他
訳
「
危
機
の
政
治
理
論
』
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
七
三
年
、

一五一一一
l
一
五
六
頁
、
参
照
。
)

(叫

)gma-

(
品
)
た
だ
し
、
有
機
的
国
家
論
評
価
(
〈
包
・
∞

nFEZ-
白・白・。

-
u・5
ム
M・
邦
訳
向
上
、
一
五
七
|
一
五
九
頁
参
照
)
に
お
い
て
、
ゲ
ノ
ツ
セ
ン
シ
ヤ

フ
ト
原
理
に
そ
れ
と
対
立
す
る
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
原
理
を
結
合
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ギ

l
ル
ケ
団
体
理
論
の
潜
在
的
民
主
主
義
が
破
産
す
る
こ

と
に
な
る
と
い
う
評
価
は
正
当
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ギ
!
ル
ケ
は
論
理
一
貫
性
を
保
っ
た
形
で
、
両
原
理
の

統
合
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

(
必
)
〈
m--
∞
n
F
E
Z
-
Fき
hhS』

1
5
R
∞E
S
-
-由
民

岨

印

-us'u-唱
・
(
尾
吹
善
人
訳
『
憲
法
理
論
」
、
創
文
社
、
一
九
七
二
年
、
三
八
O
|
三
九
八
一
具
、

参
照
。
)

(
幻
)
〈
包
・

0
2
r
田-PO--∞
-MS'M品
h
H

・
(
向
上
、
三
O
O
|
三
O
一
頁
、
参
照
。
)

(
必
)
例
え
ば
、
村
上
が
問
題
提
起
す
る
(
村
上
淳
一
『
ド
イ
ツ
市
民
法
史
可
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
二
六
頁
参
照
)
よ
う
に
、
目

律
的
な
個
人
の
原
子
論
的
な
集
積
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
近
代
社
会
は
、
私
利
私
欲
追
及
の
利
己
主
義
を
招
い
て
し
ま
う
と
い
う
反
省
か
ら
、
中

世
以
来
の
中
間
団
体
が
持
っ
て
い
た
自
律
性
を
脱
政
治
化
し
つ
つ
も
引
き
継
ぎ
、
諸
種
の
自
発
的
結
社
を
う
ち
に
含
ん
だ
近
代
市
民
社
会
を
回

指
す
と
い
う
立
場
か
ら
考
え
れ
ば
、
ギ
l
ル
ケ
の
政
治
共
同
体
像
は
そ
の
一
類
型
と
し
て
の
意
義
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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(
刊
)
た
だ
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
稿
第
二
部
で
は
、
同
時
代
と
の
関
わ
り
の
解
明
に
関
し
て
、
分
析
の
対
象
を
、
主
に
連
邦
国
家
理
論
の
文

脈
に
絞
り
、
さ
ら
に
そ
の
中
で
も
、
ラ

l
パ
ン
ト
と
ギ

l
ル
ケ
の
論
争
に
限
定
し
た
た
め
、
こ
の
課
題
に
全
面
的
に
応
答
す
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
問
題
と
の
更
な
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

第二帝政創立期ドイツの政治思想、 (2) 
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